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は じ め に 

 

 

 

本町では、平成 30 年 3 月に「第３次南

関町障がい者（児）プラン」「第 5期南関町

障がい福祉計画」「第 1期南関町障がい児福

祉計画」を策定し、「障がいを持つ人も持た

ない人もともに助け合って暮らせるやさし

いまちづくり」を基本理念として、すべての

町民が障がいの有無や程度、年齢、性別など

に関係なく、人間としての尊厳と人権を尊

重され、地域社会の中でともに助けあって

暮らせるやさしいまちづくりを目指してきました。令和 3 年には「第６期南関町障がい

福祉計画・第２期南関町障がい児福祉計画」を策定し、障がいのある人の生活を支援する

様々な施策に取り組んでまいりました。 

現在の障がい福祉を取り巻く環境は、高齢化や障がいの重度化、特性に応じた切れ目

のない支援の必要性などを背景に多様化・複雑化しているとともに、親亡き後を見据え

た様々な分野との連携による包括的な支援体制の構築など、地域ぐるみでの対応が求め

られています。 

このような状況に対応し、障がいのある人も障がいのない人も相互に人格と個性を尊

重し合い、共に支えながら暮らすことができる地域共生社会の構築を進めていくた

め、新たに「南関町第４次障がい者（児）プラン及び第７期南関町障がい福祉計

画・第３期南関町障がい児福祉計画」を策定します。 

また、本計画を策定するにあたり貴重なご助言・意見を賜りました南関町地域

福祉計画等策定委員会の委員の皆様をはじめ、関係機関の皆さま、アンケート調

査等を通じ多くの貴重なご意見をいただいた町民の皆さまに厚く御礼を申し上げ

ます。 

 

 

令和６年３月 

南関町長 佐藤 安彦 
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＊＊＊＊＊＊ 「障がい」の表記について ＊＊＊＊＊＊ 

本計画では、原則として、「障害」を「障がい」と表記しています。 

ただし、法令・条例や制度等の名称、団体等の固有名詞が「障害」となっている場合や、文章

の流れから「障害」と表記した方が適切な場合等については、「障害」と表記しています。 
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第１部 総論 
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第１章 計画の基本的な考え方 

 

 

１ 計画の策定の背景と趣旨 

我が国では、すべての国民が障がいの有無に関わらず、相互に人格と個性を尊重しあいながら

共生する社会の実現を目指し、障がい者（児）の自立・社会参加を支援するための施策を総合的

かつ計画的に推進してきました。 

近年では、令和３年５月に「障害者差別解消法」の一部改正、令和４年６月に「児童福祉法の

一部を改正する法律」の制定、令和４年 12月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律等の一部を改正する法律」の制定が行われ、令和６年４月に施行されます。 

また、令和５年３月には、共生社会の実現に向け、障がい者（児）が自らの決定に基づき社会

のあらゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援するために、①障

害者権利条約の理念の尊重及び整合性の確保、②共生社会の実現に資する取組の推進、③当事者

本位の総合的かつ分野横断的な支援、④障害特性等に配慮したきめ細かい支援、⑤障害のある女

性、こども及び高齢者に配慮した取組の推進、⑥PDCA サイクル※１等を通じた実効性のある取

組の推進の各分野に共通する横断的６つの視点で「第５次障害者基本計画」が策定されました。 

国ではこのような障がい者（児）に関わる法改正を踏まえ、第７期障がい福祉計画及び第３期

障がい児福祉計画の策定のために基本指針を見直しており、主なポイントとして、入所等から地

域生活への移行、地域生活の継続の支援、障がい児のサービス提供体制の計画的な構築、障がい

者等に対する虐待の防止、「地域共生社会」の実現に向けた取組、よりきめ細かい地域ニーズを踏

まえた障がい（児）福祉計画の策定、障がい者による情報の取得利用・意思疎通の推進、障害者

総合支援法に基づく難病患者への支援の明確化等、障がい福祉サービス等の質の向上を図るため

の取組みに係る体制の構築等を示しています。 

本町においてはこれまで、平成 30年３月に「南関町第３次障がい者（児）プラン及び第５期

障がい福祉計画」を策定し、障がい者（児）に対し一貫した施策の推進を図ってきました。また、

令和３年３月には、「第６期南関町障がい福祉計画 第２期南関町障がい児福祉計画」を策定し、

障がい福祉サービスの提供に関わる取組みを行ってきました。 

今後も、障害者基本法及び障害者総合支援法に基づき、より一層障がい者福祉施策を充実させ

るために、「南関町障がい者（児）プラン」「障がい福祉計画」「障がい児福祉計画」の見直しを図

り、新たに「南関町第 4次障がい者（児）プラン 第７期南関町障がい福祉計画 第３期南関町

障がい児福祉計画」を策定します。 

 

※１ PDCAサイクル：Plan (計画)→Do(実行)→Check (評価)→Act (改善)を繰り返すことで業務を継続的に

実施・ 改善していく手法です。 
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２ 障害福祉に関する法律・制度等の動向 

 

（１）計画策定に関する動向 

 

障がい者計画 障がい福祉計画 

障害者基本法の改正（平成 23 年 8 月） 

〇目的と理念の改正・強化 

・基本的人権の尊重 

・障がい者・障がいの定義の見直し 

・地域における共生社会の実現 

〇差別の禁止 

〇個別分野の追加と既存分野の強化 

・療育、防災及び防犯、消費者としての障がい者

の保護、選挙等における配慮等 

障害者総合支援法の施行（平成 25 年 4月） 

〇障がい者の定義に難病患者を追加 

〇重度訪問介護の対象に知的・精神障がいによる

行動障がいのある人を追加 

〇共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グ

ループホーム）への一元化 

〇障害程度区分を障害支援区分に見直し 

障害者総合支援法の改正（令和６年 4 月） 

〇障害者等の地域生活の支援体制の充実 

〇障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び

障害者雇用の質の向上の推進 

〇データベース（ＤＢ）に関する規定の整備 

第５次障害者基本計画の策定（令和５年３月） 

〇差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

〇安全・安心な生活環境の整備 

〇情報アクセシビリティ※２の向上及び意思疎通

支援の充実 

〇防災・防犯等の推進 

〇行政等における配慮の充実 

〇保健・医療の推進 

〇自立した生活の支援・意思決定の推進 

〇教育の振興 

〇雇用・就業、経済的自立の支援 

〇文化芸術活動・スポーツ等の振興 

〇国際社会での協力・連携の推進 

基本指針の改正（令和５年５月） 

〇入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支

援 

〇精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの

構築 

〇福祉施設から一般就労への移行等 

〇地域における相談支援体制の充実強化 

〇障害者等に対する虐待の防止 

〇「地域共生社会」の実現に向けた取組 

〇障害福祉サービスの質の確保 

〇障害福祉人材の確保・定着 

〇よりきめ細かい地域ニーズを踏まえた障害福

祉計画の策定 

〇障害者による情報の取得利用・意思疎通の推

進 

〇障害者総合支援法に基づく難病患者への支援の明確

化 

 

障がい児福祉計画 

児童福祉法の改正（令和６年４月） 

〇子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充 

・児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことの明確化 

・児童発達支援の類型（福祉型、医療型）の一元化 

基本指針の改正（令和５年５月） 

〇障害児のサービス提供体制の計画的な構築 

〇発達障害者等支援の一層の充実 

〇よりきめ細かい地域ニーズを踏まえた障害児福祉計画の策定 

 

※２ 情報アクセシビリティ：障がい者や高齢者を含め、誰もが ICT機器や通信サービスを円滑に利用でき

るようにするための機能を指します。 
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（２）その他の障がい福祉に関する動向 

 

法律・政策 

障害者虐待防止法の施行（平成 24 年 10月） 

〇障がい者虐待の防止と虐待の早期発見・対応と再発防止等の取組を規定 

障害者差別解消法の施行（平成 28 年 4月） 

〇障害者基本法に定めた「差別の禁止」の規定を具体化 

・国・地方自治体による「合理的配慮※３」の義務化 

障害者差別解消法の改正（令和６年４月） 

〇民間事業者による「合理的配慮」の義務化 

発達障害者支援法の改正（平成 28 年８月） 

〇社会的障壁の除去など発達障がい者への支援に係る基本理念の新設 

〇国・地方自治体の責務の追加（相談体制の整備） 

〇教育・情報共有・就労・地域生活・権利擁護・司法手続・家族に関する支援の規定 

〇発達障害者支援地域協議会の設置、発達障害者支援センターの増設 

〇普及啓発に関する規定 

障害者文化芸術活動推進法の施行（平成 30年６月） 

○文化芸術活動を通じた障がい者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進 

ユニバーサル社会実現推進法の施行（平成 30 年 12 月） 

○年齢、性別、障がい、文化などの違いに関わりなく誰もが地域社会の一員として支え合う中で安心

して暮らし、一人ひとりが持てる力を発揮して元気に活動できる「ユニバーサル社会」の実現を目

指す 

読書バリアフリー法の施行（令和元年６月） 

○全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現を目

指す 

○視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進 

農福連携※４等推進ビジョンの策定（令和元年６月） 

〇農福連携等の推進に向けて 

〇農福連携を推進するためのアクション 

〇農福連携の広がりの推進 

児童福祉法施行令の改正（令和元年 10 月） 

〇就学前障がい児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額の無償化 

電話リレーサービス法の施行（令和２年 12月） 

○聴覚障がい者が手話通訳者などを介して連絡を取る「電話リレーサービス」（パソコンやスマホの

画面を通じて手話や文字で発信し、通訳が通話先にその内容を伝えるもの）を制度化し、交付金制

度の創設を整備 

バリアフリー法の改正（令和３年４月） 

○ソフト対策の取組の強化、国民に向けた広報啓発の取組の促進を規定 

○市町村による「心のバリアフリー」の推進に関する事項を追加 

 

※３ 合理的配慮：障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要とし

ているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。 

※４ 農福連携：障がい者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現し

ていく取組です。  
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法律・政策 

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の改正（令和３年４月） 

〇地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援（重

層的支援体制整備事業の創設） 

医療的ケア児※５支援法の施行（令和３年９月） 

〇「医療的ケア児」を定義し、国や地方自治体が医療的ケア児の支援を行う責務を負うことを明文化 

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法（令和４年５月） 

〇障がい者の情報取得や利用、意思疎通支援に係る具体的施策の策定・実施の義務化 

障害者雇用促進法の改正（令和５年４月、令和６年４月） 

○雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化 

〇精神障害者である短時間労働者の雇用率算定に係る特例の延長 

〇週所定労働時間 10時間以上 20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例 

精神保健福祉法の改正（令和５年４月、令和６年４月） 

〇精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備 

・市町村長の同意による医療保護入院 

・入院者訪問支援事業の創設 

・医療機関における虐待防止措置、虐待通報の義務化 

〇地域生活の支援体制の充実 

・地域援助事業者の紹介の義務化 

・市町村等の相談支援の対象に精神保健に課題を抱える者を追加 

難病法及び児童福祉法の改正（令和５年 10月、令和６年４月） 

〇難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成の開始時期の見直し 
〇難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する「登録者証」の発行事業の創設 

〇データベース（ＤＢ）に関する規定の整備 

 

※５ 医療的ケア児：医療的ケア児とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工呼

吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為）が必要な児童のことをいいます。 
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３ 計画の位置づけ等 

 

（１） 根拠法令 

「南関町第４次障がい者（児）プラン」は、「障害者基本法」第 11条第３項に基づき、障

がい者施策の基本方向を総合的、体系的に定める基本的な計画です。 

「第７期南関町障がい福祉計画」は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（以下「障害者総合支援法」という。）」第 88条に基づき、障害福祉サービスの

提供体制の確保やその他障害者総合支援法に基づく業務の円滑な実施に関する計画として

策定するものです。 

また、市町村は「児童福祉法」第３３条の２０に基づき、「障がい児福祉計画」を定めるも

のとされています。「障がい児福祉計画」は、「障害者総合支援法」に規定する「障がい福祉

計画」と一体のものとして作成することができることになっており、本町においては、３つ

の計画を一体的に策定するものとします。 

 

【根拠法令・計画の性格】 

 障がい者（児）プラン 障がい福祉計画 障がい児福祉計画 

根拠 

法令 

障害者基本法第１１条

第３項（平成２３年８

月５日一部改正） 

障害者総合支援法第８

８条（平成２５年４月

１日施行） 

児童福祉法第３３条の

２０（平成３０年４月

１日施行） 

計画 

性格 

障がい者施策に関する

基本的な事項を定める

中長期的な計画 

障害福祉サービス等の

量と提供体制を確保す

るための計画 

障がい児支援の提供体

制を確保するための計

画 
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（２） 計画の位置づけ 

本計画は、「南関町総合振興計画」を上位計画とし、「第４次南関町地域福祉計画」等の関

連計画と整合性を図りながら策定します。 

 

【計画の位置づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

南関町総合振興計画 

第４次南関町地域福祉計画 

南関町第４次障がい者（児）プラン 

第７期南関町障がい福祉計画 

第３期南関町障がい児福祉計画 

（市町村障害者計画・市町村障害（児）福祉計画） 

第９期南関町高齢者福祉計画 

及び介護保険事業計画 

第二期南関町子ども・子育て 

支援事業計画 

県 

第６期熊本県障がい者計画「く

まもと障がい者プラン」 

熊本県障がい福祉計画（第７期

熊本県障がい福祉計画・第３期

熊本県障がい児福祉計画） 

熊本県やさしいまちづくり推進

指針          等 

国 

障害者基本計画 

第７期障害福祉計画・ 

第３期障害児福祉計画  等 
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４ 計画の期間 

本計画の期間は、令和６年度から令和１１年度までの６か年とします。 

「障がい（児）福祉計画」に該当する部分については、障害者総合支援法及び児童福祉法の規

定により、令和６年度から３年間を計画期間とします。 

その他、障がいがある方を取り巻く社会情勢の変化や関連法制度の変更等が生じた場合には、

必要に応じて見直しを行います。 

 

【計画の期間】 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

１０年度 

令和 

１１年度 

         

         

         

 

 

  

第３次南関町障がい者(児)プラン 
(平成 30年度～令和５年度） 

第４次南関町障がい者(児)プラン 
(令和６年度～令和 11年度） 

第６期南関町障がい福祉計画 
(令和３年度～令和５年度） 

第７期南関町障がい福祉計画 
(令和６年度～令和８年度） 

第８期南関町障がい福祉計画 
(令和９年度～令和 11年度） 

第２期南関町障がい児福祉計画 
(令和３年度～令和５年度） 

第３期南関町障がい児福祉計画 
(令和６年度～令和８年度） 

第４期南関町障がい児福祉計画 
(令和９年度～令和１１年度） 
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５ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたり、サービスを利用する障がいがある方等の需要を適切に把握するととも

に、障がいがある方等や関係者の意見を反映させるため、次の体制を整備しました。 

 

（１）南関町地域福祉計画等策定委員会の開催 

計画策定にあたっては、保健福祉分野の関係機関・団体の代表や学識経験者、行政関係者

等 18名で構成する「南関町地域福祉計画等策定委員会」を設置し、計画案に対して様々な

立場からご意見等を頂きました。 

 

（２）アンケート調査の実施 

①手帳所持者アンケート調査 

障害者手帳を所持している方を対象としたアンケート調査を実施し、町内の障がい者（児）

の意見・要望等を把握しました。 

②町民アンケート調査 

障害者手帳を所持していない方を対象としたアンケート調査を実施し、障がいへの関心度

等を把握しました。 

 

（３）関係団体・事業所の意見把握 

関係団体・事業所へアンケート調査を実施し、障がい者（児）を取り巻く現状・課題等を

把握しました。 

 

（４）パブリック・コメントの実施 

計画書案について、本町のホームページや窓口等において情報公開を行い広く町民の方か

らの意見を求めました。 
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第２章 統計データ等からみた南関町の状況 

 

 

１ 人口の状況 

本町の総人口は、令和元年の 9,693人から令和５年には 8,899人へとこの４年間で 794人

減少しています。 

年齢階層別にみると、「65 歳以上（高齢者人口）」が総人口に占める割合は増加傾向で、構成

比（高齢化率）は、令和元年の 38.3％から令和５年には 40.9％へと 2.6 ポイントの増加とな

っています。 

一方、「0～14 歳（年少人口）」の総人口における割合は微減傾向ですが「15～64 歳（生産

年齢人口）」は、令和元年の 51.2％から令和５年には 49.1％へと 2.1ポイントの減少となって

います。 

人口は減少していますが、高齢化の進行に伴い今後も障がいがある方の数は増加していくもの

と見込まれます。 

 

【人口推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料/「住民基本台帳」（Ｒ１～４：3月 31日、Ｒ５：７月１日） 

 

  

1,016 965 927 887 887

4,965 4,686 4,477 4,369 4,369

3,712 3,709 3,702 3,646 3,643

9,693 9,360 9,106 8,902 8,899

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）
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【年齢階層別人口割合の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料/「住民基本台帳」（Ｒ１～４：3月 31日、Ｒ５：７月１日） 

 

本町の高齢化率を国や熊本県と比べてみると、平成 12年以降、国、県よりも高い値で推移し

ています。令和２年の高齢化率は、本町が 39.3％、熊本県が 31.1％、国が 28.0％となってい

ます。 

 

【高齢化率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料/国勢調査（各年 10月１日現在） 

 

  

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

南関町 28.3% 31.3% 32.5% 35.8% 39.3%

熊本県 21.3% 23.7% 25.5% 28.6% 31.1%

全国 17.3% 20.1% 22.8% 26.3% 28.0%

28.3%
31.3% 32.5%

35.8%
39.3%

21.3%
23.7% 25.5%

28.6%
31.1%

17.3%
20.1%

22.8%
26.3%

28.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

南関町

熊本県

全国

10.5

10.3

10.2

10.0

10.0

51.2

50.1

49.1

49.1

49.1

38.3

39.6

40.7

40.9

40.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年

令和２年

令和３年

令和４年

令和５年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）
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681 669 651 645 649

153 157 158 154 155

80 80 81 87 88

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）

身体障害者手帳所持者数 療育手帳所持者数

精神障害者保健福祉手帳所持者数

914 906 890 886 892

２ 障がい者（児）の状況 

 

（１）障害者手帳所持者数 

本町の障害者手帳所持者数は、令和元年の 914 人から令和５年には 892 人へと、この

４年間で 22 人減少しています。また、令和５年の「身体障害者手帳所持者数」は 649 人

で手帳所持者の７割強を占めています。 

手帳所持者率（総人口に占める手帳所持者の割合）は、令和元年の 9.4％から令和５年に

は 10.0％へと 0.6ポイント増加しています。 

 

【障害者手帳所持者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料/身体障害者手帳所持者数・療育手帳所持者数：福祉課調べ 

（Ｒ１～４：3月 31日、Ｒ５：7月 1日） 

資料/精神障害者保健福祉手帳所持者数：「熊本県 精神障害者保健福祉手帳に係る登録者名簿」 

（Ｒ１～４：3月 31日、Ｒ５：5月 31日） 
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【障害者手帳所持者・自立支援医療利用者（精神）の人数及び総人口に占める割合の推移】 

 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

障
害
者
手
帳
所
持
者 

身体障害者手帳所持者数 681人 669人 651人 645人 649人 

 総人口に占める割合 7.03% 7.15% 7.15% 7.24% 7.29% 

療育手帳所持者数 153人 157人 158人 154人 155人 

 総人口に占める割合 1.58% 1.68% 1.74% 1.73% 1.74% 

精神障害者保健福祉手帳所持者 80人 80人 81人 87人 88人 

 総人口に占める割合 0.83% 0.85% 0.89% 0.98% 0.99% 

計 914人 906人 890人 886人 892人 

 総人口に占める割合 9.43% 9.68% 9.77% 9.94% 10.00% 

自立支援医療利用者（精神） 163人 157人 201人 215人 209人 

 
 総人口に占める割合 1.68% 1.68% 2.21% 2.41% 2.35% 

 

資料/身体障害者手帳所持者数・療育手帳所持者数：福祉課調べ 

（Ｒ１～４：3月 31日、Ｒ５：7月 1日） 

資料/精神障害者保健福祉手帳所持者数：「熊本県 精神障害者保健福祉手帳に係る登録者名簿」 

（Ｒ１～４：3月 31日、Ｒ５：5月 31日） 
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（２）身体障害者手帳所持者の状況 

身体障害者手帳所持者数は減少傾向にあり、令和元年の 681 人から令和５年には 649

人へとこの４年間で 32人減少しています。 

年齢別にみると、「65 歳以上」が約８割を占めています。等級別にみると、「1 級」から

「4 級」までの重度・中度の障がいがある方が多くなっています。また、部位別にみると、

「肢体不自由」が全体の半数を占めており、次いで「内部障がい」、「聴覚平衡機能障がい」

が続いています。 

 

【身体障害者手帳所持者数（年齢別）の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料/福祉課調べ（Ｒ１～４：3月 31日、Ｒ５：７月１日） 

 

 

 

  

12 13 10 9 9142 132 128 123 125

527 524 513 513 515

0

100

200

300

400

500

600

700

800

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）

18歳未満 18～64歳 65歳以上

681 669 651 645 649



15 

【身体障害者手帳所持者数（等級別）の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料／福祉課調べ（Ｒ１～４：3月 31日、Ｒ５：7月 1日） 

 

 

 

【身体障害者手帳所持者数（部位別）の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料/福祉課調べ（Ｒ１～４：3月 31日、Ｒ５：７月１日） 
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（３）療育手帳所持者の状況 

療育手帳所持者数は、横ばいで推移しており、令和５年には 155人となっています。 

年齢別にみると、「18歳以上」が全体の８割強を占め、令和５年には 132人となってい

ます。また、判定別にみると、「Ｂ１」の中度が最も多く、全体の約３割を占め、令和５年に

は 52人となっています。 

 

【療育手帳所持者数（年齢別）の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料/福祉課調べ（Ｒ１～４：3月 31日、Ｒ５：７月１日） 

 

【療育手帳所持者数（判定別）の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料／福祉課調べ（Ｒ１～４：3月 31日、Ｒ５：７月１日）  
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（４）精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向にあり、令和５年には88人となっています。 

年齢別にみると、「18～64 歳」が８割弱を占め、令和５年には 68 人となっています。

また、等級別にみると、「２級」が最も多く、全体の約６割を占め、令和５年には 55人とな

っています。 

 

【精神障害者保健福祉手帳所持者数（年齢別）の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料／「熊本県 精神障害者保健福祉手帳に係る登録者名簿」 

（Ｒ１～４：3月 31日、Ｒ５：５月３１日） 

 

【精神障害者保健福祉手帳所持者数（等級別）の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料／「熊本県 精神障害者保健福祉手帳に係る登録者名簿」 

（Ｒ１～４：3月 31日、Ｒ５：５月３１日）  
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３ アンケート調査の結果 

計画策定の基礎資料として、手帳所持者アンケート調査では障がい者（児）の生活実態や、福

祉サービスの利用状況・利用意向、行政に対する要望等を把握するため、町民アンケート調査で

は町民の障がいに対する意識等を把握するため、下記の調査を実施しました。 

 

手帳所持者アンケート調査 

調査対象 
町在住の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の

いずれかもしくは複数所持者 

調査方法 郵送調査（郵送配布・郵送回収）及びＷＥＢ回答 

標本数 ３００人 

有効回収数 １４９人 

有効回収率 ４９．７％ 

調査期間 令和５年９月 

町民アンケート調査 

調査対象 町在住の１８歳以上の男女 

調査方法 郵送調査（郵送配布・郵送回収）及びＷＥＢ回答 

標本数 ５００人 

有効回収数 ２１９人 

有効回収率 ４３．８％ 

調査期間 令和５年９月 

図表の見方 

●回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下

第 2位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を

選ぶ方式）であっても合計値が１００．０％にならない場合があります。 

 

●複数回答（複数の選択肢から 2つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢

ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が１００．

０％を超える場合があります。 

 

●図表中において、「不明」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が著し

く困難なものです。 

 

●グラフ中の「n数（number of case）」は、それぞれの設問への回答者数を表しています。 
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（１）手帳所持者アンケート調査 

① 現在の居住形態 

現在の居住形態を障がい別にみると、身体障がい者（身体）・重複障がい者（複数所持）で

「配偶者またはパートナー（や子ども）と一緒に暮らしている」（身体：63.0％、複数所持：

22.2％）、知的障がい者（療育）・精神障がい者（精神）で「父母、祖父母、兄弟姉妹などの

家族と一緒に暮らしている」（療育：54.8％、精神：44.4％）が最も多くなっています。ま

た、重複障がい者（複数所持）では「一人で暮らしている」が「配偶者またはパートナー（や

子ども）と一緒に暮らしている」と同率で多くなっています。 

 

【現在の居住形態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.1 

10.9 

0.0 

22.2 

22.2 

31.5 

63.0 

9.7 

14.8 

22.2 

26.8 

6.5 

54.8 

44.4 

19.4 

14.8 

6.5 

29.0 

3.7 

19.4 

2.7 

4.3 

0.0 

0.0 

5.6 

10.1 

8.7 

6.5 

14.8 

11.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=149）

身体

（ｎ=46）

療育

（ｎ=31）

精神

（ｎ=27）

複数所持

（ｎ=36）

一人で暮らしている

配偶者またはパートナー（や子ども）と一緒に暮らしている

父母、祖父母、兄弟姉妹などの家族と一緒に暮らしている

福祉施設やグループホームの利用者と一緒に暮らしている

その他

無回答
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② 将来の居住意向 

将来の居住意向を障がい別にみると、身体障がい者（身体）・重複障がい者（複数所持）で

「配偶者またはパートナー（や子ども）と一緒に暮らしたい」（身体：67.4％、複数所持：

25.0％）、知的障がい者（療育）で「父母、祖父母、兄弟姉妹などの家族と一緒に暮らした

い」（48.4％）、精神障がい者（精神）で「一人で暮らしたい」（33.3％）が最も多くなって

います。 

 

【将来の居住意向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.8 

6.5 

6.5 

33.3 

22.2 

34.9 

67.4 

9.7 

22.2 

25.0 

20.1 

2.2 

48.4 

29.6 

16.7 

8.7 

8.7 

9.7 

3.7 

13.9 

1.3 

2.2 

0.0 

3.7 

0.0 

18.1 

13.0 

25.8 

7.4 

22.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=149）

身体

（ｎ=46）

療育

（ｎ=31）

精神

（ｎ=27）

複数所持

（ｎ=36）

一人で暮らしたい
配偶者またはパートナー（や子ども）と一緒に暮らしたい
父母、祖父母、兄弟姉妹などの家族と一緒に暮らしたい
福祉施設やグループホームの利用者と一緒に暮らしたい
その他
無回答
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41.6 

34.9 

29.5 

29.5 

23.5 

20.8 

18.1 

14.1 

2.0 

17.4 

34.8 

39.1 

54.3 

13.0 

15.2 

8.7 

10.9 

6.5 

2.2 

10.9 

45.2 

35.5 

12.9 

29.0 

22.6 

32.3 

25.8 

32.3 

0.0 

25.8 

55.6 

33.3 

22.2 

48.1 

33.3 

25.9 

25.9 

14.8 

3.7 

14.8 

38.9 

36.1 

25.0 

38.9 

22.2 

25.0 

16.7 

8.3 

2.8 

22.2 

0 % 20 % 40 % 60 %

経済的な負担の軽減

必要な在宅サービスが

適切に利用できること

在宅で医療的ケア等が

適切に得られること

相談対応等の充実

障がい者に適した住居の確保

地域住民等の理解

情報の取得利用や

意思疎通についての支援

生活訓練等の充実

その他

無回答

全体

（ｎ=149）

身体

（ｎ=46）

療育

（ｎ=31）

精神

（ｎ=27）

複数所持

（ｎ=36）

③ 希望する暮らしを送るための支援 

希望する暮らしを送るための支援を障がい別にみると、身体障がい者（身体）では「在宅

で医療的ケア等が適切に得られること」（54.3％)、知的障がい者（療育）・精神障がい者（精

神）・重複障がい者（複数所持）では「経済的な負担の軽減」（療育：45.2％、精神：55.6％、

複数所持：38.9％）が最も多くなっています。また、精神障がい者（精神）・重複障がい者

（複数所持）では「相談対応等の充実」（精神：48.1％、複数所持：38.9％)も多くなってい

ます。 

 

【希望する暮らしを送るための支援】 
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④ 介助者について 

介助者の年齢を障がい別にみると、身体障がい者（身体）・精神障がい者（精神）・重複障

がい者（複数所持）では「６０～７９歳」（身体：38.5％、精神：66.7％、複数所持：52.6％）、

知的障がい者（療育）では「４０～５９歳」（52.9％）が最も多くなっています。 

 

【介助者の年齢】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な介助者の健康状態を障がい別にみると、身体障がい者（身体）・精神障がい者（精神）・

重複障がい者（複数所持）では「健康とは言い切れないが介助に支障はない」（身体：46.2％、

精神：50.0％、複数所持：52.6％）、知的障がい者（療育）では「健康である」（52.9％）

が最も多く、精神障がい者（精神）では「健康である」が「健康とは言い切れないが介助に

支障はない」と同率で多くなっています。 

 

【介助者の健康状態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

0.0 

5.9 

0.0 

0.0 

25.4 

11.5 

52.9 

33.3 

21.1 

43.7 

38.5 

35.3 

66.7 

52.6 

16.9 

34.6 

0.0 

0.0 

10.5 

12.7 

15.4 

5.9 

0.0 

15.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=71）

身体

（ｎ=26）

療育

（ｎ=17）

精神

（ｎ=6）

複数所持

（ｎ=19）

１２歳以下 １３～１８歳 １９～３９歳
４０～５９歳 ６０～７９歳 ８０歳以上
無回答

43.7 

38.5 

52.9 

50.0 

36.8 

43.7 

46.2 

35.3 

50.0 

52.6 

2.8 

3.8 

0.0 

0.0 

5.3 

9.9 

11.5 

11.8 

0.0 

5.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=71）

身体

（ｎ=26）

療育

（ｎ=17）

精神

（ｎ=6）

複数所持

（ｎ=19）

健康である 健康とは言い切れないが

介助に支障はない

病気があり

介助に支障がある

無回答
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32.1 

25.0 

25.0 

23.2 

16.1 

15.2 

13.4 

0.0 

25.0 

22.3 

18.9 

13.5 

13.5 

18.9 

13.5 

10.8 

13.5 

0.0 

21.6 

37.8 

25.0 

18.8 

43.8 

25.0 

25.0 

12.5 

18.8 

0.0 

37.5 

6.3 

58.3 

45.8 

25.0 

37.5 

25.0 

25.0 

16.7 

0.0 

16.7 

16.7 

29.0 

25.8 

32.3 

16.1 

9.7 

16.1 

9.7 

0.0 

29.0 

16.1 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

職場の障がい者への理解

短時間勤務や

勤務日数等の配慮

ジョブコーチ等、

仕事に慣れるまでの指導を行ったり、

相談にのってくれる支援者

通勤手段の確保

職場で介助や

援助等が受けられること

在宅勤務の拡充

勤務場所における

バリアフリー等の配慮

その他

特にない

無回答

全体

（ｎ=112）

身体

（ｎ=37）

療育

（ｎ=16）

精神

（ｎ=24）

複数所持

（ｎ=31）

 

⑤ 障がいがある方の就労支援として必要なこと 

障がいがある方の就労支援として必要なことを障がい別にみると、身体障がい者（身体）

では「特にない」（21.6％）、知的障がい者（療育）・重複障がい者（複数所持）では「ジョ

ブコーチ等、仕事に慣れるまでの指導を行ったり、相談にのってくれる支援者」（療育：

43.8％、複数所持：32.3％）、精神障がい者（精神）では「職場の障が者への理解」（58.3％）

の割合が最も多くなっています。 

また、知的障がい者（療育）・重複障がい者（複数所持）では「特にない」（療育：37.5％、

複数所持：29.0％）も多くなっています。精神障がい者（精神）では「短時間勤務や勤務日

数等の配慮」（45.8％）も多くなっています。 

 

【障がいがある方の就労支援として必要なこと】 
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⑥ 今後３年以内に利用したい福祉サービス 

今後 3年以内に利用したい福祉サービスを障がい別にみると、身体障がい者（身体）では

「短期入所（ショートステイ）」（71.4％）の割合が最も多くなっています。知的障がい者（療

育）では「短期入所（ショートステイ）」「就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）」（33.3％）の割合が

最も多くなっています。精神障がい者（精神）では「自立生活援助」「就労移行支援」（40.0％）

の割合が最も多くなっています。重複障がい者（複数所持）では「居宅介護（ホームヘルプ）」

「施設入所支援」「生活介護」（33.3％）の割合が最も多くなっています。 

 

【身体・今後３年以内に利用したいサービス】 

（上位５項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【精神・今後３年以内に利用したいサービス】 

（上位 10項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【療育・今後３年以内に利用したいサービス】 

（上位 11項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複数所持・今後３年以内に利用したいサービス】 

（上位７項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.4 

28.6 

14.3 

14.3 

14.3 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

短期入所（ショートステイ）

居宅介護（ホームヘルプ）

施設入所支援

療養介護

地域定着支援 身体（ｎ=７）

33.3

33.3

22.2

22.2

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

短期入所（ショートステイ）

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

自立生活援助

共同生活援助（グループホーム）

同行援護

行動援護

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

就労移行支援

就労定着支援

地域定着支援

放課後等デイサービス 療育（ｎ=９）

40.0 

40.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

自立生活援助

就労移行支援

居宅介護（ホームヘルプ）

行動援護

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

就労定着支援

計画相談支援

地域定着支援

放課後等デイサービス 精神（ｎ=５）

33.3

33.3

33.3

16.7

16.7

16.7

16.7

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

居宅介護（ホームヘルプ）

施設入所支援

生活介護

重度訪問介護

同行援護

療養介護

計画相談支援 複数所持（ｎ=８）
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28.2 

26.8 

19.5 

16.8 

16.1 

16.1 

15.4 

15.4 

14.8 

14.8 

17.4 

17.4 

28.3 

13.0 

19.6 

10.9 

13.0 

13.0 

19.6 

13.0 

29.0 

19.4 

3.2 

19.4 

9.7 

25.8 

12.9 

6.5 

0.0 

16.1 

33.3 

37.0 

18.5 

14.8 

25.9 

11.1 

25.9 

22.2 

22.2 

7.4 

36.1 

38.9 

27.8 

25.0 

13.9 

22.2 

16.7 

25.0 

19.4 

22.2 

0 % 20 % 40 % 60 %

福祉に関する

情報提供の充実

サービス利用の

手続きの簡素化

在宅での生活や介助が

しやすいよう保健・医療・

福祉のサービスの充実

災害のときの避難誘導体制

（緊急通報システム等）の整備

利用しやすい

公共施設の

整備・改善

障がいに配慮した公営住宅や、

グループホームの整備等、

生活の場の確保

保健や福祉の

専門的な人材の

育成と資質の向上

リハビリ・生活訓練・

職業訓練等の

通所施設の整備

障がいの有無に

かかわらず、住民同士が

ふれあう機会や場の充実

利用しやすい道路・

建物等の整備・改善

13.4 

13.4 

13.4 

10.7 

8.7 

8.1 

6.0 

28.9 

0.7 

27.5 

8.7 

0.0 

10.9 

17.4 

6.5 

6.5 

0.0 

23.9 

2.2 

26.1 

22.6 

19.4 

12.9 

0.0 

0.0 

6.5 

3.2 

25.8 

0.0 

38.7 

14.8 

25.9 

18.5 

11.1 

7.4 

7.4 

18.5 

18.5 

0.0 

33.3 

8.3 

19.4 

16.7 

13.9 

16.7 

5.6 

8.3 

38.9 

0.0 

19.4 

0 % 20 % 40 % 60 %

参加しやすいスポーツ、

サークル文化活動の充実

職業訓練の充実や

働く場所の確保

差別や偏見を

なくすための

福祉教育や広報活動の充実

本人や家族の積極性

いろいろな

ボランティア活動

の育成

何でも相談できる

相談窓口をつくる等

相談体制の充実

地域でともに学べる

保育・教育内容の充実

その他

特にない

無回答

全体

（ｎ=149）

身体

（ｎ=46）

療育

（ｎ=31）

精神

（ｎ=27）

複数所持

（ｎ=36）

⑦ 住みやすいまちをつくるために必要なこと 

住みやすいまちをつくるために必要なことを障がい別にみると、身体障がい者（身体）で

は「在宅での生活や介助がしやすいよう保健・医療・福祉のサービスの充実」（28.3％）が

最も多く、知的障がい者（療育）では「福祉に関する情報提供の充実」（29.0％）、精神障が

い者（精神）・重複障がい者（複数所持）では「サービス利用の手続きの簡素化」（精神：37.0％、

複数所持：38.9％）が最も多くなっています。 

また、精神障がい者（精神）・重複障がい者（複数所持）では「福祉に関する情報提供の充

実」（精神：33.3％、複数所持：36.1％）も多くなっています。 

 

【住みやすいまちをつくるために必要なこと】 
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12.8 85.8

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

（ｎ=219）

ある ない 無回答

（２）町民アンケート調査 

① 障がい福祉への関心度 

障がいがある方への福祉の関心度は「関心がある」（33.8％）と「まあまあ関心がある」

（31.5％）を合わせた『関心がある』が 65.3％となっています。また、「どちらともいえな

い」は 21.0％となっています。 

【障がい福祉への関心度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 障がいがある方対象のボランティア活動経験の有無 

障がいがある方対象のボランティア活動経験の有無は「ない」の方が多く 85.8％になっ

ています。 

【障がい者のある方対象のボランティア活動経験の有無】 

 

 

 

 

 

 

 

③ 障がいがある方対象のボランティア活動の参加意向 

障がいがある方対象のボランティア活動参加意向は、「参加は難しい」（47.9％）が最も多

く、次いで「わからない」（30.1％）、「できれば参加したい」（17.8％）となっています。 

【障がい者のある方対象のボランティア活動の参加意向】 

 

 

 

 

 

 

  0.5

17.8 47.9 30.1 3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

（ｎ=219）

積極的に参加したい できれば参加したい 参加は難しい

わからない 無回答

33.8 31.5 21.0 6.4 

3.7 3.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

（ｎ=219）

関心がある まあまあ関心がある どちらともいえない

あまり関心はない 関心はない 無回答

『

関
心
が
あ
る
』

『

関
心
は
な
い
』

65.3 10.0
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④ 障がいがある方への理解を深めるために必要なこと 

障がいがある方への理解を深めるために必要なことは「学校における福祉教育の充実」

（39.3％）が最も多く、次いで「障がいや障がいがある方の問題に関する啓発の充実」

（27.4％）、「町民交流を通じての理解と参加の促進」（25.6％）となっています。 

 

【障がいがある方への理解を深めるために必要なこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.3

27.4

25.6

18.7

18.3

16.9

16.9

16

11.4

1.8

11

6.8

0 % 20 % 40 % 60 %

学校における

福祉教育の充実

障がいや障がいがある方の

問題に関する啓発の充実

町民交流を通じての

理解と参加の促進

障がいがある方の

積極的な社会への進出

障がいに関する講演会や

学習会の開催

障がいがある方への

ボランティア活動の促進

障がいがある方の地域の

まちづくりへの参加

障がいへの理解を目的

とする市民団体への支援

福祉施設の地域への開放

その他

特にない

無回答

全体

（ｎ=219）
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４ 事業所アンケート調査の結果 

障がい福祉サービスを提供する事業所等を対象にアンケート調査を行い、障がい者（児）が地

域で暮らしていくための課題等について意見を聞きました。 

 

 

＜解決が必要な問題や課題＞ 

⚫ 障がいがある方の福祉に関する情報や資料等の収集及び提供が必要。 

⚫ 障がいがある方の自立、自活に必要な調査及び連絡並びに研修に関することが必要。 

⚫ 団体との連絡、支援、啓発広報活動に関することが必要。 

⚫ 就労継続支援Ａ型、児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業が不足してい

る。 

⚫ より合理的配慮が必要である。 

⚫ 車のない方の外出が不便、公共交通手段の利便性の向上。 

⚫ 支援学級を選択しづらい状況となっている。（診断書が必要） 

⚫ 障がいがある方の保護者等がいなくなり１人になったときが不安。 

 

＜解決するために必要な取組＞ 

⚫ 乗り合いタクシーのような安価で誰でも利用できる交通手段が必要。 

⚫ 保健センター、福祉課、教育委員会の垣根を超えたグループを作り、協力してここ

に挙げた以外の案件を含めて改善の取組みを行うことが必要。 
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第３章 計画の基本方針 

 

 

１ 基本理念 

障がいがある方やその家族が安心して暮らせるまちをつくるためには、障がいの有無に関わら

ず、地域の中で助け合いや支え合いを育んでいくことが必要です。 

本町では、平成 29年３月に策定した「南関町第３次障がい者（児）プラン及び第５期障がい

福祉計画」において、「ノーマライゼーション※６」の理念に基づき、「障がいを持つ人も持たない

人もともに助け合って暮らせるやさしいまちづくり」を基本理念とし計画を策定しました。また、

第４次地域福祉計画及び地域福祉活動計画においても「誰にでもどんなときにもやさしいまちづ

くり」を基本理念としています。 

本計画においても、前計画の基本理念や関連計画の方向性を考慮し、すべての町民が、障がい

の有無や程度、年齢、性別等に関係なく、人間としての尊厳と人権を尊重され、地域社会の中で

ともに助け合って暮らせるやさしいまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６ ノーマライゼーション：障がいのある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊か

に暮らしていける社会を目指す考え方です。  

基 本 理 念 

障がいを持つ人も持たない人も 

ともに助け合って暮らせる やさしいまちづくり 

① 障がいへの理解の促進と障がい者（児）を支える人づくり【啓発、広報、ボランティア育成】 

② ともに育ち学べる保育・教育環境づくり【療育・保育・教育】 

③ 能力を活かして働ける就労環境づくり【雇用・就業】 

④ 自分らしく生活できる環境づくり【福祉サービス、情報提供・相談等】 

⑤ 健やかに生活するための保健医療体制づくり【保健・医療】 

⑥ 生きがいを持って生活できる環境づくり【文化・スポーツ・レクリエーション】 

⑦ 安心して暮らせるまちづくり【生活環境・防災・防犯対策】 
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３ 計画の体系 

本計画では、基本理念の実現に向け、障がいがある方に関わる施策を７つの基本目標ごとに区

分し、施策を展開します。また、障がい（児）福祉計画における数値目標等については、第３部

においてまとめて記載します。 

 

 

 

 

 

  



31 

 

第２部 各論 
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基本目標１ 

障がいへの理解の促進と障がい者（児）を支える人づくり 

 

 

啓発、広報、ボランティア育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 基本的な考え方 ■ 

 

障がいがある人もない人も、すべての人がともに理解し合い、支え合う「ノーマライゼ

ーション」の社会を築くためには、障がいの有無に関係なく、差別や偏見にとらわれない

自由な生き方ができる社会の実現が必要です。 

そのため、町民一人ひとりが、障がいの特性等を理解した上で、障がいがある方にとっ

てのあらゆる障壁を取り除くための取組みを進めていくことが求められます。 

本町では、広報やホームページ、イベント等、あらゆる情報媒体や機会を通じた啓発広

報活動や、学校教育や生涯学習を通じた福祉教育を推進する等、障がいがある方に対する

理解に向けた施策を推進しています。また、社会福祉協議会等の関係機関・団体との連携

のもと、地域福祉を担うボランティア活動の充実や見守りネットワークの構築等、人材育

成、体制づくりを進めています。 

今後も、こうした地域理解を深めるための活動の他に、地域の課題を解決するために、

各機関の連携によるネットワークの構築や社会資源の改善・開発等、町に合った取組みが

さらに求められています。 

  

 

  

啓発 

広報 ボランティア 

育成 
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１ 啓発・広報活動の推進 

 

現状と課題 

障がいの有無に関わらず、すべての人がともに住み慣れた地域で生活をするためには、地域に

住む周囲の人が障がいに対する正しい知識を持つことで、社会的な障壁や理解不足を解消してい

くことが必要です。 

手帳所持者アンケート調査結果では、「南関町は住みやすいまちか」について「そう思う」「ど

ちらかといえば、そう思う」の割合は、知的障がい者（療育）以外の障がいで「あまりそうだと

思わない」「そう思わない」を上回っていますが、知的障がい者（療育）では「あまりそうだと思

わない」「そう思わない」が３割強になっています。障がいがある方にとって住みやすいまちを構

築するためにも、今後も差別等の解消のための啓発・広報活動を行っていく必要があります。 

障害者手帳を持たない町民へのアンケート調査の中で障がい福祉に対する関心度を尋ねたと

ころ、身近に障がいがある方がいる人では『関心がある』が 8 割程度となっています。しかし、

身近に障がいがある方がいない人では『関心がある』は４割程度に留まっています。障がいがあ

る方に対する差別や偏見をなくすためには、町民の方の障がいに対する関心をより高める必要が

あります。より一層、地域で支え合うことができる社会を構築するためにすべての町民の方の関

心を高める必要があります。 

現在、本町では、障がいに対する町民理解の促進のため、広報「なんかん」をはじめ、インタ

ーネットを活用した啓発活動や、「有明広域圏 障がい福祉サービス社会資源マップ」等を作成

し配布する等の啓発活動に取り組んでいます。また、「ハートフルコンサート」や「くまもと障が

い者芸術展」等の参加を促す広報活動も行っており、障がいがある方に対する理解促進や社会進

出への取組みも行っております。 

今後も、様々な媒体を通して、障がいがある方に対する理解促進のための活動を行います。 

 

【南関町の住みやすさ】 

 

 

 

  

14.8 

19.6 

6.5 

7.4 

19.4 

23.5 

34.8 

12.9 

22.2 

16.7 

11.4 

6.5 

25.8 

11.1 

8.3 

8.1 

6.5 

12.9 

11.1 

5.6 

23.5 

17.4 

16.1 

37.0 

22.2 

18.8 

15.2 

25.8 

11.1 

27.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=149）

身体

（ｎ=46）

療育

（ｎ=31）

精神

（ｎ=27）

複数所持

（ｎ=36）

そう思う どちらかといえば、そう思う
あまりそうだと思わない そう思わない
わからない 無回答
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33.8 

45.8 

15.2 

31.5 

34.4 

25.8 

21.0 

12.2 

37.9 

6.4 

3.8 

12.1 

3.7 

0.8 

9.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

(n=219)

身近にいる

(n=131)

身近にいない

(n=66)

関心がある まあまあ関心がある どちらともいえない あまり関心はない 関心はない

【障がい福祉への関心度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※身近に障がいがある方がいるか、いないか毎に「障がい福祉への関心度」を比べました。 

 

 

 

施策の展開 

 

 

⚫ 広報「なんかん」への情報掲載、人権学習、年に１回開催の障がい者のスポーツ大会等の

広報活動によって障がいがある方に対する理解の促進と啓発を行いました。 

⚫ 障がい者のスポーツ大会、ハートフルコンサート等の周知活動に広報紙、防災無線、ホー

ムページ等を随時活用しました。特に、本町のホームページでは、「やさしいブラウザ」

というソフトを導入しており、障がいがある方や高齢者等、多くの方にホームページを快

適に利用していただくための方策（情報アクセシビリティの向上）を実施しています。 

⚫ 学校における福祉体験学習の実施時に保護者への見守りボランティアとして福祉教育に

触れる機会をつくりました。また、中学生の職場体験学習時には民生児童委員の協力を得

て、地域訪問を行いました。 

⚫ 視覚障がい体験、高齢者疑似体験、ユニバーサルデザイン学習、認知症サポーター養成講

座、車椅子介助体験等を実施し、学校教育における福祉教育の充実を図りました。 

⚫ 障がいがある方の人権擁護の推進を図り、全戸にパンフレットの配布や町内公共施設に

おいて、傾聴ボランティアグループの連絡会やファミリー・サポート・センターの活動を

行いました。 

⚫ 本町内の障がい者関係団体の活動に対して、補助金を支出するとともに、各活動に参加、

支援する等連携強化に努めました。 
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課題及び今後の取組み 

⚫ 引き続き、広報紙、ホームページ及びイベント等を活用し、障がい者（児）の方への情報

提供を図るとともに、健常者にも障がいに対する理解を深めていただき、ノーマライゼー

ション社会を目指します。 

⚫ 福祉体験学習では当事者の自立した生活状況を子どもたちに伝え、障がいについて正し

く理解していただく授業を社会福祉協議会等と連携して行います。 

⚫ ふれあいサロンやファミリー・サポート・センターで公共施設を利用する場合、祝日等閉

館日は利用できないため、他の会場での安定した確保に取組みます。 

⚫ 本町内の障がい者関係団体の組織構成が高齢化し、会員数が減少傾向にありますが、引き

続き、活動の活性化のため、障がい者関係団体、町外の障がい者関係団体の活動に積極的

に参加し、支援していきます。 

 

具体的な施策 

広報による啓発 
広報「なんかん」に障がいがある方に関する特集記事の掲載や防

災無線等を利用した啓発を行います。 

多様な媒体・機会を活用し

た啓発 

インターネットや各種パンフレット、「健康と福祉のつどい・福

祉スポーツ大会」「人権フェスティバル」等の行事の機会を活用

し啓発を行います。 

社会教育における福祉教

育の充実 

関係機関や団体と連携し、福祉体験のプログラムや教材等を充実

させます。 

学校教育における福祉教

育の充実 

小・中学校の「総合的な学習の時間」等を活用し、障がいがある

方との交流や車いす、アイマスク体験等を行います。 

障がいがある方の人権擁

護の推進 

人権教育関連施策の充実、本町のユニバーサルデザイン化に取り

組みます。 

障がい者団体等との連携 
関係団体への加入促進、組織の維持・強化等を支援し、連携強化

に努めていきます。 
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２ ボランティア活動等の促進 

 

現状と課題 

福祉の基礎となるのは、他人を思いやりお互いを支え合い、助け合おうとする精神であり、そ

の地域に暮らすすべての町民の意識が大切です。 

障害者手帳を持たない町民へのアンケート調査の中で、障がいがある方を対象としたボランテ

ィア活動経験を尋ねており、「参加したことがある」は１割程度に留まっています。また、障がい

がある方を対象としたボランティア活動の参加意向別にみると、ボランティアに参加したいと思

っている人の中では、「参加したことがある」は３割程度となっています。潜在的にボランティア

参加希望者がいる現状にあるので、今後はより一層、参加しやすい環境を整えていくことでボラ

ンティア人材の確保ができると考えられます。 

本町の社会福祉協議会では、ボランティアの養成・育成又は登録・斡旋や、福祉に関する講座

等を通じて福祉教育に関わる広報活動、また地域での見守り等に関わる福祉員の設置、高齢者等

も含めた小地域でのふれあいサロンが行われています。 

アンケート調査からボランティア参加の潜在的な参加意向も見つかったため、今後はさらにボ

ランティア活動への参加がしやすいような環境づくりやスムーズに参加できるようにするため

に情報提供等の充実に努めます。また、ボランティアニーズの多様化に対応するためのボランテ

ィアの養成を支援していきます。 

さらに今後は、社会参加の一環として障がいがある方自身がボランティア活動に参加し、社会

に貢献していくことも必要だと考え、活動の場の提供に努めます。 

 

【ボランティア参加意向別 障がいがある方対象のボランティア活動経験の有無】 

 

 

  

12.8 

32.5 

6.8 

7.6 

85.4 

67.5 

91.4 

92.4 

1.4 

0.0 

1.9 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

(n=219)

『参加したい』

(n=40)

参加は難しい

(n=105)

わからない

(n=66)

ある ない 無回答
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施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ 町内公共施設において、傾聴ボランティアグループの連絡会やファミリー・サポート・セ

ンターの活動を行いました。 

⚫ 区長、民生委員・児童委員をはじめ、小規模地域に配置された福祉員による見守りを行

い、心配ごと相談や各家族会等による相談活動も実施しました。 

⚫ 地域福祉ネットワーク会議（民生委員、区長、福祉員参加）、協力事業者によるひとり暮

らし高齢者等見守りネットワーク事業の実施により、地域の情報共有と見守り、相談支援

につなげました。 

⚫ 令和４年度末時点で１６箇所の地域でふれあいサロンを実施し、地域の交流、見守りを図

っています。 

⚫ 認知症サポーター養成講座の開催、ボランティア活動の場の提供により、地域全体での見

守りや支援体制づくりを行っています。 

課題及び今後の取組み 

⚫ ふれあいサロンやファミリー・サポート・センターで公共施設を利用する場合、祝日等閉

館日は利用できないため、他の会場での安定した確保に取り組みます。 

⚫ ボランティア連絡協議会の構成団体に関しては、団体を構成する層の高齢化が進み、新た

な会員の獲得が課題となっていますが、これまでの養成講座に加え、ボランティア連絡協

議会での活動を通じ、構成団体内の連携を深め個々のボランティア育成につなげていき

ます。 

⚫ ふれあいサロンの開催場所を増やし、地域住民を主体とした見守り体制の支援を行いま

す。 

⚫ 地域福祉ネットワーク会議を中心とした見守り、相談支援体制の拡充を目指すとともに、

ふれあいサロンの支援を行い、地域住民を主体とした見守り体制の充実を図ります。 

 

 

具体的な施策 

社会福祉協議会との連携

によるボランティア育成 

傾聴ボランティア養成講座や認知症サポーター養成講座等の生

活支援を行うボランティアの育成や活動支援を行います。 

ボランティア活動の場の

提供 

社会福祉協議会（ボランティアセンター）や公民館等の地域施設

の有効利用に努めます。 

地域での相談・見守り活動

等の推進 

地域福祉ネットワーク会議（民生委員、区長、福祉員参加）を実

施し、地域の情報共有と見守り、相談支援につなげます。 

地域福祉計画との連携 
「南関町地域福祉計画」に基づき、地域全体での見守りや支援体

制づくりを行います。 
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基本目標２ 

ともに育ち学べる保育・教育環境づくり 

 

 

療育、保育、教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 基本的な考え方 ■ 

 

障がいのある子どもが身近な地域で専門的な療育や一人ひとりの障がいの状況に応じ

た教育を受けられるよう、教育・保健・医療・福祉等の関係機関との連携を進め、療育・

教育体制の充実を図ることが求められています。 

また、児童福祉法により障がい児福祉計画の策定（平成 29年度策定）を求められてお

り、障がいのある子どもの支援体制の強化が図られています。 

本町では、保健センターや子育て支援センター、福祉課、教育課等の関係各課の連携は

もとより、有明地域療育センターや医療機関等の連携を図り、障がいの早期発見・早期療

育へとつなげられるよう情報提供や相談支援を行っているほか、教育支援委員会における

就学の指導・助言等に取り組む等、障がいの発見から学校卒業後までの一貫した支援がで

きる体制づくりに取り組んでいます。 

また、義務教育においては、発達障がい等も含む、すべての障がい児に対して、一人ひ

とりの個性に配慮した「特別支援教育」を推進し、障がいのある子もない子も、ともに育

つ環境づくりに努めています。これらの教育機関が連携した教育支援委員会による協議や

指導が進められており、障がい児やその家族等が希望する進路を選択できるよう支援に努

めているところです。 

さらに、中学校卒業後の進学についても、これらの教育機関と連携し、障がいのない子

どもとともに教育を受けられるよう、受け入れ体制づくりについて理解を求めていきます。 

  

 

  

保育 

療育 教育 
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１ 早期療育と保育・義務教育の充実 

 

現状と課題 

障がいのある幼児に対する早期の段階での対応は、乳幼児期の健やかな発達を促し、障がいの

軽減を図るために重要です。障がいのある子どもとない子どもがともにふれあい、双方の豊かな

人格形成を目指した保育・療育の推進に取り組むとともに、早期から療育や教育相談等の指導を

受けることができるよう、連続的な支援体制の充実を図っていく必要があります。また、保護者

の不安や負担軽減を図る必要もあります。 

手帳所持者アンケート調査で、保育・教育の要望を尋ねたところ「就学や進学・就職の際の相

談や支援の充実」「能力や障がいの状況にあった支援」「専門知識を持った教職員を多く配置する」

「障がいに関する教職員や同級生等の理解促進」「将来働くための職業教育の充実」といった教

育環境に関する要望が高くなっています。 

本町では、乳幼児健診や子育て相談・家庭訪問等、障がいの早期発見・早期療育へとつなぐ取

組みを進めているほか、南関町こども医療費助成制度の対象者の範囲を満１８歳（年度末）まで

に拡大して助成する等、安心して子育てのできる支援を進めています。 

また、本町の小学校４校、中学校１校では、特別支援学級や通級指導教室を設け、障がいのあ

る子どももない子どもも、同じ学校で学べる体制づくりに取り組んでいます。 

今後も、障がいの早期発見・早期療育のための医療・福祉関係機関・団体との連携を進めます。

また、地域の小・中学校において、障がい児に対するよりきめ細やかな教育が行われるよう、発

達障がい等の障がいに関する研修を実施し、教職員の特別支援教育に関する理解や指導技術を高

めるほか、保育所等や学校以外でのふれあいや活動ができる機会や場所を作っていきます。 

 

【保育・教育に関する要望（上位５項目）】 

 

 

 

  

53.8 

38.5 

38.5 

30.8 

30.8 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

就学や進学・就職の

際の相談や支援の充実

能力や障がいの

状況にあった支援

専門知識を持った

教職員を多く配置する

障がいに関する教職員や

同級生等の理解促進

将来働くための

職業教育の充実

全体

（ｎ=13）
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施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ 障がい児の保護者へ療育手帳の手続支援、各種手当及びサービスの受給支援を行いまし

た。 

⚫ 心理士対応の子育て相談や３歳児健診、有明地域療育センターの療育相談員による巡回

相談支援や園訪問を通して支援が必要な子どもとその保護者の支援を行っています。 

⚫ 就学時健康診断の際に、不安や相談等がある保護者を対象に各学校で個別に教育相談を

実施しています。令和４年度は保育所等で年中児の保護者を対象に、就学前説明会を行

い、荒尾支援学校の教員から特別支援学校等について説明をしてもらいました。 

⚫ 各小学校の職員が、入学予定の園児について情報交換を行い、支援が必要な園児等につい

ては、特別支援連携協議会で、各園、各小中学校、福祉課、健康推進課等で情報を共有し

ています。 

⚫ 教育支援委員会や特別支援連携協議会等に、荒尾支援学校の教員が参加し、助言を頂いて

います。また、巡回相談の利用促進、特別支援教育支援員の研修、令和４年度からは小学

校の巡回型通級指導教室を開始しました。 

⚫ 通所支援の需要は増加傾向ですが、通所事業所は 1 箇所にとどまっている状況です。他

市町村の療育事業所の紹介や見学同行する等して療育につなげています。 

課題及び今後の取組み 

⚫ 保健センターでは、乳幼児健康診査（３～４か月児、７～８か月児、1歳６か月児、３歳

児）、心理士による子育て相談、有明地域療育センターの療育相談員による巡回支援園訪

問を継続実施し、１か月児健康診査、５歳児健康診査については、検討していきます。 

⚫ 今後も子どもの発達等に関する心配事や育てにくさを感じておられる保護者に寄り添い

ながらの相談対応を継続し、必要に応じて関係部署や機関につないだり、調整を行いま

す。 

⚫ 障がいを持った児童等が、障がいを持たない児童と共に学ぶことができるようインクル

ーシブ教育※７システムの推進を図ります。 

⚫ 保育所から小学校、小学校から中学校への授業参観等、今後も幼保小中等の連携が取れる

ように教育委員会としても各小中学校へ働きかけていきます。 

⚫ 支援が必要な子どもに対し、保護者の理解が得られない場合の対応策に苦慮することが

ありますが、担当者間でも情報を共有し、個性に沿った支援を図っていきます。 

⚫ 今後は、荒尾支援学校だけでなく、熊本県発達障がい者支援センター等にも相談や研修等

をお願いし、各学校における支援体制の整備充実等に努めます。 

⚫ 支援を必要とする児童生徒が、年々増加していますが、人員は不足しています。支援員の

確保や適切な配置を検討し、福祉及び教育の充実、また、各機関の連携強化を図ります。 

 

※７ インクルシーブ教育：共生社会の形成の実現に向けて、障がいのある子どもも障がいのない子どもも

共に学ぶという考え方です。  
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具体的な施策 

療育機関や関係機関等と

の連携 

有明圏域内の療育関連機関との連携強化に努めるとともに、専門

機関について、町民に広く情報提供していきます。また、関係機

関等と連携し、子育て相談や家庭訪問等による保護者への支援を

行います。 

障がい児保育の推進 
障がい児保育に携わる人材の確保や施設のバリアフリー化に努

めるとともに、実施保育所の維持に努めます。 

適正な就学指導の実施 
入学に際し、個々の保育・教育ニーズに応じた適切な指導・助言

を実施します。 

学校での交流の促進 

小・中学校において、福祉教育や体験学習等の活動を通し、障が

いの有無にかかわらず児童・生徒が交流できる機会の充実に努め

ます。 

特別支援教育の推進 
個々のニーズに応じた教育や支援員の確保に努めます。また、荒

尾支援学校等と小・中学校との連携強化に努めます。 

障がい児通所支援の充実 
障がい児の放課後における療育の場や預かりサービス等の充実

を図ります。 
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２ 高校等での教育の充実 

 

現状と課題 

障がいのある子どももない子どもも教育を受ける権利は同等であり、自らの希望や能力に応じ

て中学卒業後も高校や大学へ進学できる環境が必要です。 

本町の高校は、統合した高校よりタクシーを配車して通学できるような体制をとり、通学の利

便性を確保しています。しかし、特別支援学校（高等部）については、通学に家庭からの送迎が

必要となるため、県へ送迎負担の軽減のために要請を働きかける必要があります。 

 

 

施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ 岱志高等学校では、高校よりタクシーを配車して通学の利便性を図っています。 

⚫ 南関中学校の特別支援学級からは、毎年１、２名程度、荒尾支援学校高等部他、県内の支

援学校へ進学し、その後の就労につながりました。 

課題及び今後の取組み 

⚫ 特別支援学校（高等部）については、通学に家庭からの送迎が必要です。家庭の負担も大

きいため、今後、本町としても負担軽減のために県への働きかけ等を行います。 

⚫ 今後も引き続き、岱志高等学校には、高校よりタクシーを配車して通学できるよう要請し

ていきます。 

 

 

具体的な施策 

国・県への要望 
障がい児や保護者の負担軽減のため、通学時の送迎等の支援を

国・県に働きかけます。 

高校等に対する理解協力

要請 

近隣の高校等に対しても、送迎時の負担軽減のための理解・協力

を求めます。 
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基本目標３ 

能力を活かして働ける就労環境づくり 

 

 

雇用、就業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 基本的な考え方 ■ 

 

障がいがある方の雇用・就業は、社会経済活動への参加に向けた課題であり、就労を通

して自己実現を図りながら、障がいがある方が社会参加するための手段として重要と考え

られます。 

平成 28年４月には「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」によ

り、雇用における障がいがある方に対する差別の禁止や障がいがある方が職場で働くにあ

たり支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）を定めるとともに、精神障がい

がある方の法定雇用率の見直しが強化されました。 

本町では、ハローワーク等と連携のもと、就労促進のための相談、雇用主等への理解の

促進・職場開拓、仕事を継続するためのフォローアップ等総合的な支援に取り組んでいま

す。また、保健・医療・福祉・教育・労働の関係機関や国・県の就労施策、企業・サービ

ス提供事業者等との連携を図り、就労から定着までの支援を進めています。 

障がいがある方が地域で自立した生活を送るためには、障がいがある方の意欲と障がい

特性に合った多様な雇用の場と就労後の定着が必要です。今後も、障がいがある方が安心

して働き続けられるよう総合的な就労支援を推進するとともに、福祉施設における作業の

充実について支援を続けていく必要があります。 

  

  就業 雇用 



44 

１ 雇用機会・場の確保 

 

現状と課題 

今後、障がいがある方が職業を通じて社会参加を果たし、地域で自立した生活を送るためには、

障がいがある方の適性や能力に応じた多様な雇用機会や場の確保が重要です。また、障がいがあ

る方が一般就労へ円滑に移行できるように福祉施策と雇用施策の連携が必要です。 

手帳所持者アンケート調査の結果では、職場の働きやすさについて、すべての障がいで「そう

思う」「どちらかといえばそう思う」が「あまりそうだと思わない」「そう思わない」を上回って

いますが仕事上の悩みとしては、「収入が少ない」「通院や体調不良を理由に休みを取ることが難

しい」「職場でのコミュニケーションがうまくとれない」「人間関係が難しく、過ごしにくい」の

割合が多くなっています。 

本町では、ハローワークをはじめとした関係機関との連携のもと、就労を希望する障がいがあ

る方が安心して働き続けられるよう総合的な支援を推進しています。 

今後も、障がいがある方のニーズに合わせた雇用形態を提供するためにも企業や事業所に向け

て啓発・情報提供を進めます。また、生産活動の機会を提供する福祉的就労の推進においては、

施設の運営の安定や利用者の工賃水準の向上に向けても取組みを進める必要があります。 

 

【職場の働きやすさ】 
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そう思う どちらかといえば、そう思う

あまりそうだと思わない そう思わない

わからない 無回答
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【仕事の悩み】 
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施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ ジョブカフェ・ブランチ※８と連携し、障がいがある方の一般就労に向けての面談を設定

し、現在も継続しています。 

⚫ ハローワーク等の関係機関との連携に努め、障がいがある方の相談支援や雇用に関わる

理解促進に努めました。また、企業・事業所に対しての障がい者雇用に関わる理解の促進

や、トライアル雇用※９等の助成制度の情報提供に努めました。 

⚫ サービス事業者による、就労移行支援、就労継続支援を実施し、障がいがある方の福祉的

就労及び就労のための訓練の支援を行いました。 

⚫ 平成２８年度に作成した「有明地域就労支援マップ」の情報を更新しています。 

課題及び今後の取組み 

⚫ 障がいがある方の一般就労に向けての面談については、今後も密な連携を取りながら継

続を目指します。 

⚫ 引き続き、ハローワーク等の関係機関との連携に加え、企業・事業所に対して障がい者雇

用に関する理解の促進や、トライアル雇用等の助成制度の情報提供に努めます。 

 

 

具体的な施策 

企業・事務所への啓発 
ハローワーク等の関係機関との連携、企業・事業所に対して雇用

に関する理解の促進を行います。 

町の法定雇用率の遵守 障がいがある方の職員採用を積極的に進めます。 

福祉的就労情報の提供 
それぞれの障がいがある方が福祉的就労の場を確保できるよう

に情報提供を行います。 

障がいの特性に応じた就

労支援、多様な就業機会の

確保 

障がいがある方一人ひとりが障がいの状態に応じた就労の場を

確保できるよう福祉的就労の場を提供する施設等との連携強化

に向けた支援を進めます。また、企業・事業所に対して障がい者

雇用の理解促進を図り、就業の機会を確保します。 

福祉的就労の底上げ 

福祉事業所等の自主製品について、本町が主催する行事等で、販

売の機会等を提供し、障がい者雇用の促進と工賃向上に努めま

す。 

 

※８ ジョブカフェ・ブランチ：玉名・鹿本・菊池・阿蘇・上益城・宇城・八代・芦北・球磨・天草 

熊本県内 10カ所に設置されている就職を希望される方の相談窓口です。 

 

※９ トライアル雇用：職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則３か月間試行雇用することに

より、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしていただくことを目

的とした制度です。 

 

  



47 

32.1 

25.0 

25.0 

23.2 

16.1 

15.2 

13.4 

0.0 

25.0 

22.3 

18.9 

13.5 

13.5 

18.9 

13.5 

10.8 

13.5 

0.0 

21.6 

37.8 

25.0 

18.8 

43.8 

25.0 

25.0 

12.5 

18.8 

0.0 

37.5 

6.3 

58.3 

45.8 

25.0 

37.5 

25.0 

25.0 

16.7 

0.0 

16.7 

16.7 

29.0 

25.8 

32.3 

16.1 

9.7 

16.1 

9.7 

0.0 

29.0 

16.1 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

職場の障がい者への理解

短時間勤務や

勤務日数等の配慮

ジョブコーチ等、

仕事に慣れるまでの指導を行ったり、

相談にのってくれる支援者

通勤手段の確保

職場で介助や

援助等が受けられること

在宅勤務の拡充

勤務場所における

バリアフリー等の配慮

その他

特にない

無回答

全体

（ｎ=112）

身体

（ｎ=37）

療育

（ｎ=16）

精神

（ｎ=24）

複数所持

（ｎ=31）

２ 就労支援の充実 

 

現状と課題 

障がいがある方の就労を推進するためには、障がいがある方自身の就業能力の開発、育成が必

要不可欠です。 

手帳所持者アンケート調査の就労支援として必要なことでは、「職場の障がい者への理解」「短

時間勤務や勤務日数等の配慮」の割合も高くなっており、職場環境の改善、障がいがある方への

理解や配慮が求められています。 

本町においては、ハローワーク等の関係機関との連携のもと、職業相談、紹介等の支援、障害

者総合支援法における就労移行支援事業を行っています。また、中学校においてはすべての生徒

を対象とした施設や事業所での体験学習の場を確保する等、就労に必要な知識、技能の習得に向

けた訓練や体験の事業が実施されています。 

今後も、障がいがある方の就労・雇用に関する相談に対し適切な指導・助言を図るとともに、

障がいがある方の働く場において、雇用の前後を通じ障がいがある方と事業所の双方を支援する

ジョブコーチ等、制度の周知を図り、利用の促進に努めます。 

 

【障がいがある方の就労支援として必要なこと】 
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施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ 各機関からの情報提供を受けた場合は、広報紙、ホームページ等に掲載し、情報提供を行

いました。 

⚫ 有明圏域障がい者自立支援協議会就労支援部会を実施し、各事業所、行政機関と情報交

換・連携を図りました。 

課題及び今後の取組み 

⚫ 自立して生活するために必要な訓練等を実施するため、就労継続支援事業所との連携強

化に努めます。 

⚫ 今後も体験学習等を通じた勤労意欲、正しい職業観の充実を図るための職場体験等の実

施に努めます。 

 

 

具体的な施策 

求人情報等の提供の充実 
ハローワーク等の関係機関との情報共有及び求人情報の広報紙

への掲載、防災無線を利用した周知等を行います。 

就労移行支援事業所との

連携 

有明圏域障がい者と共に生きる支援協議会と連携し、各事業所と

行政機関で情報交換・連携を図ります。 
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基本目標４ 

自分らしく生活できる環境づくり 

 

 

福祉サービス、情報提供・相談等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 基本的な考え方 ■ 

 

障がいがある方が地域で自立した生活を営むためには、障がいがある方の様々なニーズ

に対応した障がい福祉サービスや地域生活支援事業による支援、生活基盤の安定に向けた

年金・手当の制度、不当な犯罪被害から障がいがある方等を守るための権利擁護サービス

等、求められる支援は多岐に渡ります。 

手帳所持者アンケート調査によると、住みやすいまちをつくるために必要なこととして

「何でも相談できる相談窓口をつくるなど相談体制の充実」や「福祉に関する情報提供の

充実」、「サービス利用の手続きの簡素化」等の様々な生活支援施策が求められています。 

現在、障がいがある方が地域で生活する上での環境整備は十分に進んでいるとは言えず、

今後も更なる支援の充実が必要となります。 

このため、本町では障害者総合支援法や児童福祉法に基づく障がい福祉サービス等の必

要な提供量の確保に取り組むとともに、これらの制度や事業内容について周知を図ってい

ます。 

また、支援を必要とする障がいがある方やその家族等が、希望する支援を受けることが

できるよう、児童福祉施策や高齢者保健福祉・介護保険施策の分野とも連携及び相談体制

の充実を図り、よりよいサービス利用へとつなげられることが必要です。 

  

  
情報提供 

・相談等 

福祉 

サービス 
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１ 在宅福祉サービスの充実 

 

現状と課題 

障がいがある方が地域社会に参加し、その人らしさを持って暮らしていくためには、住まいの

場での生活が、在宅福祉サービス等で支えられていることが大切です。また、介助している家族

等の日中の負担軽減を図る観点からも日中活動系のサービスを充実させていくことが必要です。 

アンケート調査から、福祉サービスの利用意向をみると、身体障がい者（身体）では「短期入

所（ショートステイ）」、知的障がい者（療育）では「短期入所（ショートステイ）」「就労継続支

援（A型、Ｂ型）」、精神障がい者（精神）では「自立生活援助」「就労移行支援」、重複障がい者

（複数所持）では「生活介護」の希望が最も高くなっている等、様々なサービスが必要とされて

います。 

本町において、これらの事業について周知を進めていくとともに、町内で整備が進んでいない

事業については、今後、提供できるよう基盤整備に努めていくことが必要です。 

また、今後の国の動向にも対応しつつ、引き続き障がい福祉サービスの提供基盤等の充実を図

ることが必要となっています。 

 

【新たに利用したいサービスの有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.5

15.2

29.0 

18.5

16.7

41.6

28.3

29.0 

55.6

52.8

38.9

56.5

41.9

25.9

30.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=149）

身体

（ｎ=46）

療育

（ｎ=31）

精神

（ｎ=27）

複数所持

（ｎ=36）

ある ない 無回答
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【身体障がい・日中活動系サービスの利用意向（上位 2項目）】 

 

 

 

 

 

 

 

【知的障がい・日中活動系サービスの利用意向（上位 6項目）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【精神障がい・日中活動系サービスの利用意向（上位 5項目）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71.4

14.3

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

短期入所（ショートステイ）

療養介護
全体

（ｎ=7）

33.3

33.3

22.2

11.1

11.1

11.1

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

短期入所（ショートステイ）

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

自立生活援助

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

就労移行支援

就労定着支援
全体

（ｎ=9）

40.0 

40.0 

20.0 

20.0 

20.0 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

自立生活援助

就労移行支援

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

就労定着支援

全体

（ｎ=5）
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【重複障がい・日中活動系サービスの利用意向（上位 2項目）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ 在宅での生活が円滑に行われるよう、相談支援に取り組むとともに、日中一時支援・移動

支援・日常生活支援等の地域生活支援事業、補装具の交付事業等の福祉制度を最大限活用

しました。 

⚫ 担当課内で情報共有し、連携してサービス提供を行いました。 

⚫ 発達障がいとその疑いのある保護者への相談対応や専門機関との連携に努めました。保

育所等や小・中学校の担当者と定期的に情報交換を行い、適切なサービス利用、スムーズ

な受入体制づくりに努めました。 

課題及び今後の取組み 

⚫ 今後も在宅での生活が円滑に行われるよう、サービス提供体制の確保に努めます。 

⚫ 各保育所等や小学校との連携の強化を目指します。 

 

 

具体的な施策 

障がい福祉サービスの充

実 

訪問系サービスや日中活動系サービス等の障害者総合支援法に

おける各種障がい福祉サービスの充実を図ります。 

地域生活支援事業の充実 
市町村が独自に行うサービスである「日中一時支援事業」の地域

生活支援事業の充実を図ります。 

高齢者保健福祉、介護保険

サービスとの連携 

サービスの利用要件を勘案しながら、介護保険サービスの利用も

促進し、よりよい生活ができるようにサービス提供を行います。 

難病患者や発達障がい者

等に対する支援 

難病患者や発達障がい者（児）に対しても、専門機関等と連携し

て、適切な生活支援に努めるとともに、支援制度の充実を国・県

に要望していきます。 

  

33.3

16.7

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

生活介護

療養介護
全体

（ｎ=6）
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２ 居住系サービスや施設福祉サービスの充実 

 

現状と課題 

障がいがある方が施設や病院から地域生活に移行するためには、生活の拠点となる住まいの確

保が大切です。その中で、グループホームは、障がいがある方が仲間とともに地域の中で必要な

支援を受けながら暮らす生活の場として、必要性が高くなっています。 

手帳所持者アンケート調査の主な介助者の年齢では、身体障がい者（身体）、精神障がい者（精

神）、重複障がい者（複数所持）で「60～79歳」（身体：38.5％、精神：66.7％：複数所持：

52.6％）が最も高くなっています。介助者の高齢化が進んでおり、家族の介助が難しくなったと

きに、安心して住み慣れた地域で暮らせる居住の場が今後は求められてくると考えられます。 

本町では有明圏域で事業所と連携して、グループホームの整備推進を今後も行っていく必要が

あります。一方で、障がいの状態等で自宅や地域で生活できない障がいがある方もいることから、

これらの方々にも配慮して施設入所支援の必要量の確保が必要です。 

 

【主な介助者の年齢】 

 

  

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

0.0 

5.9 

0.0 

0.0 

25.4 

11.5 

52.9 

33.3 

21.1 

43.7 

38.5 

35.3 

66.7 

52.6 

16.9 

34.6 

0.0 

0.0 

10.5 

12.7 

15.4 

5.9 

0.0 

15.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=71）

身体

（ｎ=26）

療育

（ｎ=17）

精神

（ｎ=6）

複数所持

（ｎ=19）

１２歳以下 １３～１８歳 １９～３９歳
４０～５９歳 ６０～７９歳 ８０歳以上
無回答
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施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ 有明圏域で事業所と連携して必要なサービスを提供するための基盤整備を行いました。 

課題及び今後の取組み 

⚫ 親亡き後も住み慣れた地域で安心して生活するためにはグループホームは不可欠です。

利用ニーズも増加すると考えられるため、ニーズに合わせた必要量の確保に努めます。 

⚫ グループホームの入所希望者が多くなっている傾向にありますが、施設入所が必要な障

がいがある方のためにもニーズの把握に努め、県や近隣市町と協議し必要量確保のため

に調整を行います。 

 

 

具体的な施策 

グループホームの整備推

進 

今後、県と連携・協議しながら受け皿としてのグループホームの

整備を進めていきます。 

入所施設の状況把握 
施設入所希望者のニーズ把握に努め、県や近隣市町と協議・調整

を行います。 

入所施設との連携 
入所施設との連携を密にし、入所者が快適に生活できる施設環境

づくりについて理解・協力を求めていきます。 
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３ 情報提供・相談支援体制の充実 

 

現状と課題 

障がいがある方が住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、障がいがある方やその家族、

介助者等が抱える様々な問題の解決に向けて、身近な地域で相談ができ、適切な支援へとつなげ

ていく相談体制や、必要な情報が得られることが求められています。 

手帳所持者アンケート調査の住みやすいまちをつくるために必要なことでは「福祉に関する情

報提供の充実」や「サービス利用の手続きの簡素化」、「在宅での生活や介助がしやすいよう保健・

医療・福祉サービスの充実」等の福祉サービスや情報提供の充実を求める声が多くあがっていま

す。 

現在、本町では、障がいがある方からの相談に対して、福祉課や保健センター等での相談対応

や、有明圏域２市４町の共同で相談支援を実施しており、今後もこれらの支援の充実と連携強化

が大切です。今後は、身近な相談の場として基幹相談支援センターを設置する等の相談体制の強

化に取り組んでいきます。 

情報提供については、「有明広域圏 障がい福祉サービスマップ」のパンフレット等での情報提

供を行いました。今後も移り変わる福祉制度の動きについて、引き続ききめ細やかな情報提供を

行うことが求められています。さらに、行政文書等の情報提供の際には、点訳・音訳等の配慮を

はじめ、インターネット等の情報媒体を活用する等、今後も障がいの有無に関わらず、必要な情

報を入手できるよう、可能な限り障がいに応じた情報提供ツールのバリアフリー化を進めていく

ことが課題となります。 
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【住みやすいまちをつくるために必要なこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.2 

26.8 

19.5 

16.8 

16.1 

16.1 

15.4 

15.4 

14.8 

14.8 

17.4 

17.4 

28.3 

13.0 

19.6 

10.9 

13.0 

13.0 

19.6 

13.0 

29.0 

19.4 

3.2 

19.4 

9.7 

25.8 

12.9 

6.5 

0.0 

16.1 

33.3 

37.0 

18.5 

14.8 

25.9 

11.1 

25.9 

22.2 

22.2 

7.4 

36.1 

38.9 

27.8 

25.0 

13.9 

22.2 

16.7 

25.0 

19.4 

22.2 

0 % 20 % 40 % 60 %

福祉に関する

情報提供の充実

サービス利用の

手続きの簡素化

在宅での生活や介助が

しやすいよう保健・医療・

福祉のサービスの充実

災害のときの避難誘導体制

（緊急通報システム等）の整備

利用しやすい

公共施設の

整備・改善

障がいに配慮した公営住宅や、

グループホームの整備等、

生活の場の確保

保健や福祉の

専門的な人材の

育成と資質の向上

リハビリ・生活訓練・

職業訓練等の

通所施設の整備

障がいの有無に

かかわらず、住民同士が

ふれあう機会や場の充実

利用しやすい道路・

建物等の整備・改善

13.4 

13.4 

13.4 

10.7 

8.7 

8.1 

6.0 

28.9 

0.7 

27.5 

8.7 

0.0 

10.9 

17.4 

6.5 

6.5 

0.0 

23.9 

2.2 

26.1 

22.6 

19.4 

12.9 

0.0 

0.0 

6.5 

3.2 

25.8 

0.0 

38.7 

14.8 

25.9 

18.5 

11.1 

7.4 

7.4 

18.5 

18.5 

0.0 

33.3 

8.3 

19.4 

16.7 

13.9 

16.7 

5.6 

8.3 

38.9 

0.0 

19.4 

0 % 20 % 40 % 60 %

参加しやすいスポーツ、

サークル文化活動の充実

職業訓練の充実や

働く場所の確保

差別や偏見を

なくすための

福祉教育や広報活動の充実

本人や家族の積極性

いろいろな

ボランティア活動

の育成

何でも相談できる

相談窓口をつくる等

相談体制の充実

地域でともに学べる

保育・教育内容の充実

その他

特にない

無回答

全体

（ｎ=149）

身体

（ｎ=46）

療育

（ｎ=31）

精神

（ｎ=27）

複数所持

（ｎ=36）
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施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ 障がい児の相談支援事業所に身体障がい者相談員２名、知的障がい者相談員１名を配置

し、また、よりきめ細やかな支援ができるように、本町内の相談支援事業所、有明圏域で

委託している相談事業所との連携強化を図りました。 

⚫ 地域福祉権利擁護事業において判断能力が不十分な高齢者、認知症の方、障がいのある方

等に対し、相談支援や生活支援、金銭管理等行い、金銭管理については預かりサービスも

並行して行いました。 

⚫ 地域福祉ネットワーク会議において、民生委員担当地区ごとに座談会を開催し、民生委

員、福祉員、区長等と心配な世帯の情報共有、また相談支援につなげました。そのほかに

も、必要に応じて行政との情報共有を行いました。 

課題及び今後の取組み 

⚫ 今後もよりきめ細やかな支援・相談体制が確保できるよう事業所等との連携強化に努め

ます。 

⚫ 金銭管理等支援については、本人が通帳等を預けることに抵抗されるケースや、スマート

フォンによるキャッシュレス決済等、通帳管理だけでは把握できないケースも多く、問題

を抱える方の継続した相談支援を行います。 

 

 

具体的な施策 

障がい者相談支援事業の

充実 

相談支援事業所と連携をより密にしていきます。また、障がいが

ある方や関係者等に対して周知・利用促進を図ります。 

関係機関等の相談事業と

の連携 

地域福祉ネットワーク会議において、民生委員、福祉員、区長等

と座談会を開催し、支援が必要な障がいがある方の情報提供・共

有を行います。多くの方に参加してもらえるよう時間帯等を考慮

して開催します。 

意思疎通支援事業の充実 
地域生活支援事業の「意思疎通支援事業」において手話通訳者等

の育成・派遣を行います。 
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４ 生活安定施策の充実 

 

現状と課題 

障がいがある方が地域社会の中で自立した生活を営んでいくためには、就労による収入安定を

図るほか、所得保障の充実が必要となります。障害基礎年金等の年金や特別障害者手当等の各手

当は、障がいがある方やその家族の生活を保障する上で大きな役割を果たしています。また、近

年、消費者トラブル等も増加しており、情報提供や地域の見守り体制等、地域ぐるみによる防犯

体制の強化も必要となっています。 

手帳所持者アンケート調査の仕事上の悩みや困りごとでは、特に知的障がい者（療育）、重複障

がい者（複数所持）で「収入が少ない」の割合が高くなっており、これらの方々の不安の解消に

向け、手当等の所得保障に関する情報提供が必要と考えられます。 

このため、国・県等と連携して、各種年金・手当制度等の周知と充実に努め、障がいがある方

の生活の安定を図るほか、消費者被害をはじめとする犯罪や事故から障がいがある方を守るため、

警察や県消費者センターと連携して犯罪防止のための情報提供や啓発を進めていきます。町内に

おいては、消費生活に係る相談窓口設置の充実を図る等、体制づくりを進めていきます。 

 

【仕事上の悩みや困りごと】 

 

  40.0 

17.5 

17.5 

17.5 

15.0 

10.0 

10.0 

33.3 

0.0 

0.0 

0.0 

11.1 

11.1 

11.1 

66.7 

0.0 

25.0 

0.0 

25.0 

0.0 

0.0 

18.2 

36.4 

27.3 

36.4 

18.2 

27.3 

27.3 

42.9 

42.9 

0.0 

28.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

収入が少ない

通院や体調不良を

理由に休みを

取ることが難しい

職場での

コミュニケーションが

うまくとれない

人間関係が難しく、

過ごしにくい

通勤がたいへん

勤務時間の長さや

時間帯が自分にあわない

障がいへの

理解が得にくく、

過ごしにくい

10.0 

7.5 

7.5 

5.0 

2.5 

22.5 

17.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11.1 

44.4 

22.2 

8.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25.0 

0.0 

18.2 

18.2 

27.3 

18.2 

0.0 

18.2 

27.3 

14.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28.6 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

職場の設備が

不十分で

過ごしにくい

仕事の内容が

難しく、覚える

のがたいへん

障がいがない人と

比べて、仕事の内容や

昇進等に差がある

仕事の内容が

自分にあわない

その他

特にない

無回答

全体

（ｎ=40）

身体

（ｎ=9）

療育

（ｎ=12）

精神

（ｎ=11）

複数所持

（ｎ=7）



59 

施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ 生活安定施策においては、総務課を中心に消費者行政ネットワーク会議（有識者や弁護

士、心理士等にも出席依頼）を随時開催し、悪質な訪問販売等への相談対応等への強化を

行いました。 

課題及び今後の取組み 

⚫ 本町と関係機関とで消費者被害等の発生している事案に関して情報共有し、多発してい

る事案については積極的に周知を行います。また、消費者被害等の未然防止のため共同啓

発に取り組みます。タブレット端末を利用した相談対応や関係機関との連携した相談対

応を行い相談窓口の強化を図ります。 

 

 

具体的な施策 

消費者被害や犯罪・事故等

の防止 

タブレット端末を利用した相談対応や関係機関との連携した相

談対応を行い相談窓口の強化を図ります。地域警察や関係機関と

の連携強化を図り、消費者被害等未然防止のための共同啓発に取

り組みます。 
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５ 権利擁護・虐待防止の推進 

 

現状と課題 

障がいがある方が社会の構成員として、一人ひとりの人格と個性が尊重され、その人の権利が

守られていることが大切です。地域生活を進めていく上で、障がいにより判断能力が十分でない

人は、自らの判断で、適切なサービスを受けることができない可能性が考えられます。 

町では障がいがある方が適切なサービス利用ができるよう、社会福祉協議会の実施する日常生

活自立支援事業や、財産の管理等の支援となる成年後見制度等の権利擁護サービスを実施してお

り、利用促進のための周知等に取り組んでいます。 

また、障がいがある方に対する虐待の防止については、平成 23年６月に成立した「障害者虐

待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」を踏まえ、障がい

がある方への虐待に関する通報窓口や相談等を行う障がい者虐待防止センターを設置し対応を

行っています。虐待の原因となる要素を早期に発見し、未然に防止するためには、障がいに対す

る正しい理解と、虐待防止に対する社会全体の認識を深めることが大切です。 

 

施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ 町の社会福祉協議会においては、権利擁護事業を行い、障がいがある方の財産等の管理を

行いました。 

⚫ 虐待防止においては、学校や地域福祉ネットワーク、民生・児童委員等に早期発見に協力

してもらい対策を行い、通報案件についての調査実施を行いました。 

⚫ 選挙等への配慮については、車椅子の使用、バリアフリー対策、代理投票を行いました。 

課題及び今後の取組み 

⚫ 今後も権利擁護に関する制度や虐待防止センターに関する周知を行い、個人が尊重され

人権が守られた社会の構築に努めます。 

⚫ 意思決定支援の推進として、臨機応変に対応をし、障がいがある方に対する選挙等におけ

る配慮等に努めます。 

 

具体的な施策 

権利擁護関連制度の周知 
県や関係機関のパンフレット等を配布することにより、周知に努

めます。また、今後は成年後見制度の活用を進めます。 

虐待防止に向けた連携体

制の構築 

家庭、地域での虐待等に対する情報を共有し、関係機関、団体等

と連携して、虐待防止ネットワークの強化に努めます。 

行政機関等における選挙

等への配慮 

障がい特性に応じた選挙等に関する情報提供や移動に困難を抱

える障がいがある方に配慮した投票所のバリアフリー化等、選挙

等における配慮を行います。 
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基本目標５ 

健やかに生活するための保健医療体制づくり 

 

 

保健、医療 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 基本的な考え方 ■ 

 

障がいの予防と早期発見、早期療育は障がい者施策の中で重要な課題の一つです。障が

いには、先天性のものと事故や疾病等から生ずる後天性のものがあり、それぞれについて、

早期発見・早期治療・早期療育体制を充実するとともに、後天性のものについては、特に

予防面を強化する必要があります。また、障がいを軽減し自立を促進するためには、リハ

ビリテーション医療が役割を担っており、その一層の充実を図る必要があります。 

本町では、障がいの早期発見・早期対応を図る観点から、保健センターの母子保健事業

において、妊娠期に妊婦健康診査の実施や、病気や障がいのあった場合の対応等も含め情

報の提供をしています。また、乳幼児期については、乳幼児健康診査や子育て相談、発達

相談等を通じ、障がいの発見と相談等の支援を行っています。一方、成人期・高齢期の方

については、特定健康診査やがん検診等を実施しているほか、健康づくり・介護予防事業

を実施する等、生活習慣の改善や疾病予防・介護予防に重点を置いた施策を推進していま

す。また、うつ病や自殺予防対策として、こころの健康づくりに向けた健康教育や相談の

充実に向けて取り組む等、身体とこころの双方からの支援を推進しています。 

今後も、保健・医療に係る関係機関等との連携のもと、障がいの予防・軽減や早期発見・

早期療育につなげる体制づくりを進めるほか、障がい者施策に対する医療、医学的リハビ

リテーション等の充実による障がいがある方の健康の保持・向上等、障がいがある方のす

べてのライフステージ※１０に関わっていく体制づくりが必要となります。 

 

※１０ ライフステージ：乳幼児期、青壮年期、高齢期のようなの人の生涯における各段階を表します。  

  医療 保健 
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１ 予防と早期発見、治療の充実 

 

現状と課題 

本町においては、できるだけ早期に障がいを発見し、適切な治療・支援に結びつけられるよう、

母子保健事業を中心に、妊産婦や乳幼児の健康づくりや子育て中の保護者に対する相談・支援を

推進しています。また、成人期においては、健康づくり事業による生活習慣病等の疾病の予防等

に努めているところです。 

今後も、ライフステージに応じた障がいの発生予防と早期発見・支援に向けた様々な対策が必

要です。また、うつや自殺予防対策の観点からこころの健康づくりについても、相談に関わる専

門員の配置等、体制づくりを進めていく必要があります。 

 

施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ 母子から高齢者まで各世代からの健康相談を随時実施しています。 

⚫ 乳児家庭全戸訪問は生後１か月～２か月児を対象に実施し、乳幼児健診は新型コロナウ

イルス感染症予防のため、医療機関での個別受診と保健センターで栄養指導・歯科指導・

保健指導を受けてもらう教室に切り替えて実施し、早期発見・早期療育に努めました。 

⚫ 生活習慣病等の早期発見・早期治療を目的に特定健診（一般健診）及び後期高齢者健診を

実施しています。 

⚫ 介護予防教室を実施している公民館を地域医療介護総合確保基金（介護基盤緊急整備特

別対策事業）の交付金を活用し、改修していますが、まだ老朽化が進み、高齢者にとって

は利用しにくい施設もあるのが現状です。 

⚫ 自殺予防については、広報での周知、相談場所記載ファイルの全戸配布及びこころの健康

相談を定期的に実施しました。 

⚫ 障がい児保護者への支援として、子育て相談を実施し、必要に応じて、療育事業所や小学

校見学の調整や同行を行いました。 
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課題及び今後の取組み 

⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響により中止した事業を再開し、健康教育・相談事業を継

続していきます。 

⚫ 乳児家庭全戸訪問、乳幼児健診の周知・受診勧奨を保育所等、福祉課と連携して欠席者へ

の電話連絡だけでなく、家庭訪問を行い、障がいの予防と早期発見、早期治療に継続して

取り組みます。 

⚫ 特定健診（一般健診）について、若年層の受診率が低いため、広報による健診の周知、訪

問による健診の受診勧奨を行います。 

⚫ 地域医療介護総合確保基金（介護基盤緊急整備特別対策事業）の交付金を活用して、今後

も改修を行っていきます。 

⚫ 障がい児保護者への支援として、保護者対象に茶話会の実施や、保育所等の巡回を行い、

必要があれば学校との連絡調整や、ケース会議を行います。また、継続して子育て相談を

実施していきます。 

 

具体的な施策 

健康教育・健康相談の充実 地域に出向き、各地区での健康教育・相談を実施します。 

乳幼児健診や乳児家庭全

戸訪問等の充実 

乳幼児健診等の周知・受診勧奨を行います。また、必要に応じて

関係機関と連携しながら、乳幼児健診や乳児家庭全戸訪問等を充

実させます。 

健（検）診の充実 
広報による健診の周知、訪問による個別健診受診勧奨に取り組み

ます。 

介護予防の推進 
介護予防教室等を実施し、高齢者の疾病予防と障がいの発生予防

に取り組みます。 

こころの健康づくり 

の推進 

健康教室等において、うつ病等に関する情報提供や相談に取り組

みます。また、専門スタッフの配置に努めます。 

障がい児保護者への支援 
関係機関等と連携し、保護者に対して相談や情報提供を行いま

す。 
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２ 医療サービスの充実 

 

現状と課題 

障がいがある方にとって医療及びリハビリテーションの充実は、病気の治癒だけでなく、障が

いの軽減を図り、就労や地域社会への参加を促進するために不可欠です。また、定期的な医学管

理を必要とする障がいがある方の増加や、障がいに伴う二次障がいの予防に対応するためにも、

ライフステージに対応した連携体制も必要となります。 

本町では自立支援医療やこども医療費助成制度等の医療費負担の軽減に係る助成制度を展開

しているほか、障がいがある方に対する適切な医療サービスの提供等のために、地域の医療機関

との連携を図っています。今後もこれらの取り組みについて支援や連携体制の強化を進めていく

必要があります。 

 

施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ 有明圏域で連携して、医療機関等と連携を図りました。 

⚫ 福祉課への相談や、子育て相談を利用し、依頼があったケースにおいて医療機関への情報

提供を行いました。 

⚫ 精神病院等との連携やこころの健康相談事業等の本人及び家族への支援を行いました。

また、自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の申請や交付業務の円滑化を図り、自立支

援サービスの利用を支援しました。 

⚫ 令和３年度にこども医療費の対象年齢を１５歳から１８歳（高校３年生相当）に引き上

げ、現物給付、償還払いを行いました。 

課題及び今後の取組み 

⚫ 今後も継続して有明圏域や医療機関との連携を図り医療体制の充実に努めます。 

⚫ 今後も継続して相談対応等を行い、必要があれば関係機関へつなげます。 

 

具体的な施策 

医療機関等との連携 
医療機関や医師会等の関係機関に対して、障がいがある方が受診

しやすい環境づくりについて、理解・協力を求めていきます。 

精神保健医療対策の推進 
精神科病院等の関係機関と連携して、地域の精神保健・医療体制

の充実に努めます。また、当事者団体等の活動支援に努めます。 

医療費助成制度の周知 
障がいがある方が必要な医療を適切に受けることができるよう、

医療機関等と連携して、医療費助成制度の周知を図ります。 

障がいがある方等が情報

を得やすいよう情報アク

セシビリティの向上 

手話の普及や情報通信技術（ＩＣＴ）等を活用して、多様な手段

で情報が入手できるように努めます。 
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基本目標６ 

生きがいを持って生活できる環境づくり 

 

 

文化、スポーツ、レクリエーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 基本的な考え方 ■ 

 

文化・スポーツ・レクリエーション活動への参加の機会を確保することは、障がいがあ

る方の社会参加の促進にとって重要であるだけでなく、生活の質の向上を図り、ゆとりや

潤いのある生活を送るために大切なものです。 

本町においては、公民館等で生涯学習講座の受講や、障がい者スポーツの実施等各種行

事や学習の場を設けています。また、文化・スポーツ・レクリエーション活動を行う施設

におけるバリアフリー化を推進し、障がいがある方や高齢者等が気軽に参加できる基盤づ

くりを進めています。 

今後も、多様なニーズに応えた地域活動や文化・スポーツ・レクリエーション活動等の

開催や支援を行い、障がいがある方が就労以外の場でも積極的に社会参加し、地域の人々

とともにふれあうことができるよう、文化・スポーツ・レクリエーション活動の充実を図

ります。 

  

 

  

スポーツ 

文化 
レクリエー 

ション 
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１ 文化・スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 

現状と課題 

手帳所持者アンケート調査のスポーツや文化活動等の有無では「何もしていない・できない」

が知的障がい者（療育）、精神障がい者（精神）、重複障がい者（複数所持）で４割を上回ってい

ます。また、スポーツや文化活動をしていない理由を尋ねたところ、身体障がい者（身体）では

「高齢のため」、知的障がい者（療育）では「障がいのため」「一緒に活動する仲間がいない」「適

切に教えてくれる指導者がいない」「参加できる活動が少ない」、精神障がい者（精神）、重複障が

い者（複数所持）では「障がいのため」が上位にあがっています。障がいにより様々な不参加の

要因がありますが、ゆとりや潤いのある生活を送るためにも参加を促す活動が必要になります。 

本町では、今後も、障がいの種別や程度に関わらず、障がいがある方もない方も、分け隔てな

く誰もが気軽に参加できるような機会の充実を図ります。また、各種活動に関する啓発活動・広

報活動も行う必要があります。 

 

【スポーツや文化活動等の有無】 
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16.7 
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2.8 

5.6 

2.8 

5.6 

11.1 

41.7 

11.1 

0 % 20 % 40 % 60 %

買い物

レクリエーション

スポーツ

趣味等のサークル活動・

生涯学習活動

ボランティア活動

文化芸術活動

講座や講習会への参加

その他

何もしていない・できない

無回答

全体

（ｎ=149）

身体

（ｎ=46）

療育

（ｎ=31）

精神

（ｎ=27）

複数所持

（ｎ=36）
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【スポーツや文化活動等をしていない理由】 
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活動が少ない
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興味がない

その他

特にない

無回答

全体

（ｎ=61）

身体

（ｎ=17）

療育

（ｎ=14）

精神

（ｎ=13）

複数所持

（ｎ=15）
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施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ 本町教育課では、公民館講座において、陶芸教室、郷土料理教室、郷土史教室、ペン字教

室、太極拳教室、英会話教室、ひょっとこ教室、日本舞踊教室の講座を開講し、町民の生

きがいづくりに努めました。 

⚫ 毎年、南関町福祉スポーツ大会の開催や、障がい者スポーツ・レクリエーションの実施等

本町の社会福祉協議会の実施するスポーツ、文化活動等への支援に取り組みました。 

⚫ 図書館では、視覚障がいがある方のための点字図書、点字絵本、拡大写本、さわる絵本の

貸出、さらに、コンテンツの読み上げやサイト内の配色変更等、障がいがある人も利用し

やすい電子図書館※１１の運営に努めました。 

課題及び今後の取組み 

⚫ 引き続き、生きがいのもてる環境づくりに努めますが、全体的に参加人数が少ないので新

たな周知方法を模索します。 

⚫ 大活字本や点字資料について、需要が高い本や話題の本等の情報収集を実施する等、障が

いがある人それぞれに合った読書手段の提供を図ります。 

 

 

具体的な施策 

生涯学習講座等の充実 

公民館等で開催する生涯学習や社会教育の講座等について、障が

いがある方をはじめ、誰もが受講しやすい学習プログラムや教材

づくりに努めます。 

障がい者スポーツの推進 
南関町福祉スポーツ大会の開催や、本町の身体障がい者福祉協議

会の実施するスポーツ、文化活動等への支援に取り組みます。 

図書館の充実 
点字やテープ図書、大活字本や録音図書等の図書・資料の充実に

努めます。 

文化・スポーツ・レクリエ

ーション関連施設のバリ

アフリー化 

公民館等の公共施設のバリアフリー化等により障がいがある方

が利用しやすい環境づくりに努めます。 

 

※１１ 電子図書館：スマホやパソコンから電子図書を閲覧できるサービスのことです。 
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基本目標７ 

安心して暮らせるまちづくり 

 

 

生活環境、防災・防犯対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 基本的な考え方 ■ 

 

障がいがある方や高齢者のために障壁を取り除くバリアフリーの考え方から、年齢、身

体の状況、性別等に関係なく、誰にとってもやさしいまちづくりを目指すユニバーサルデ

ザインの考え方が広がってきています。 

本町では、「人にやさしい庁舎としてハード面や老朽化への対応」「ユニバーサルデザイ

ンを取り入れた機能の整備」に基づき、車いす対応カウンター、多機能型トイレ、誰もが

わかりやすいデザインの案内板の設置に努めています。また、助成制度による住宅や移動

に関わる障壁の解消にも取り組んでいます。今後も、すべての人が安心・安全に暮らして

いける生活環境の整備に取り組みます。 

防災等の分野については、本町では災害時・緊急時においては、障がいがある方・高齢

者等の安全が確保できるよう「地域防災計画」に基づき、地域の要支援者に関する情報収

集や行政区単位での自主防災組織づくり、地域での見守りネットワークの構築等の防災対

策を進めています。また、熊本地震や九州北部豪雨を教訓にハザードマップ※１２と避難行

動要支援登録者宅を照らし合わせ、特に水害等の被害を受けやすい場所を特定していく予

定です。今後も、災害時・緊急時に迅速な避難や安全の確保ができるように体制の整備に

取り組みます。 

 

※１２ ハザードマップ：自然災害（洪水、土砂災害、地震、火山、津波など）による被害を予測し、その被

害範囲や避難場所などの情報が地図上に示されたものです。  

 生活環境  防災・防犯

対策 
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１ 公共施設等の整備 

 

現状と課題 

ユニバーサルデザインの考え方に基づき、障がいがある方や高齢者等が生活する上で利用する

様々な公共機関や生活関連施設の環境の整備・改善が必要です。国においては平成 18年 12月

に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通称：バリアフリー新法）」が施行

され、建築物・交通の両方の視点からすべての人が住みやすいまちづくりに向けた取組みを推進

しています。 

本町でも、町役場や関連施設等の整備・改善を計画的に進めていますが、手帳所持者アンケー

ト調査の外出時に不便や困難を感じることでは「歩道・通路の段差・障害物」「緊急時の対応」「周

囲の目が気になる」が障がいの種類によっては高くなっています。 

今後も、障がいがある方にとって利用しやすいまちをつくっていくだけでなく、町民の誰もが

利用しやすい公共施設等の整備・改善に努めるとともに、ユニバーサルデザインの考え方を取り

入れた人にやさしいまちづくりを一層推進します。 

 

【外出時に不便や困難を感じること】 
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無回答

全体

（ｎ=119）
身体

（ｎ=35）
療育

（ｎ=28）
精神

（ｎ=19）
複数所持

（ｎ=28）
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施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ 交流センターは元々ユニバーサルデザインとなっており、大広間を福祉避難所も兼ねる

避難所として使用しています。 

課題及び今後の取組み 

⚫ 引き続き、国及び県の指針やノーマライゼーションの理念のもと、バリアフリー化・ユニ

バーサルデザインを推進します。 

⚫ 避難所については、今後は別室を個室として特性がある方にも提供できるよう整備に努

めます。 

 

 

具体的な施策 

ユニバーサルデザインに

基づく公共施設の整備 

ユニバーサルデザインの視点に基づき、すべての人の利用に配慮

した施設整備を行います。 

既存の公共施設のバリア

フリー化 

障がいがある方の施設の利用頻度や改善の緊急度を勘案してバ

リアフリー化を計画的に進めます。 

障がいがある方等が情報

を得やすいよう情報アク

セシビリティの向上 

手話の普及や情報通信技術（ＩＣＴ）等を活用して、多様な手段

で情報が入手できるように努めます。 
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２ 道路や交通・移動手段、住まいの整備 

 

現状と課題 

移動手段を確保することは障がいがある方の外出に対する抵抗感を減らし、日常生活の行動範

囲の拡大や社会参加の促進へとつながる大切なものです。また、住まいの場においても不便が生

じないようバリアフリー化が望まれます。 

しかしながら、手帳所持者アンケート調査の外出時に不便や困難を感じることでは「駅構内の

移動・乗り換え」「バスやタクシー等の乗り降り」に不便を感じている人も少なくなく、充実を図

ることが求められています。 

本町では、バス等の公共交通機関の利用が不便な地域があるため、移動手段の確保として、移

動支援事業の実施や、タクシー利用に係る助成制度等、公共交通機関に代わる障がいがある方・

高齢者等の移動手段の充実に取り組んでいます。また、障がいがある方が安心して自宅で生活で

きる環境づくりとして、バリアフリーの住まいや、住宅改修を支援する事業・制度の推進を図っ

ています。 

今後も障がいがある方が地域の住まいで暮らすことができるよう、道路交通環境の整備や移動

手段の充実、住宅のバリアフリー化等の整備に取り組みます。 

 

施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ 交通安全施設工事として、カーブミラー・ガードレール・指示標識・区画線等の設置を毎

年行っています。 

⚫ タクシー料金助成事業では、運転免許証保有者が、同一世帯にいない、または医療機関、

介護施設等に入院・入所している世帯であることが利用要件の一つですが、令和４年から

主治医の意見書を添付することで、意見書対象期間は運転免許証保有者の在宅療養中も

利用可能とする特例を追加しました。 

課題及び今後の取組み 

⚫ 利用者が安全で安心して通行・通学できるように定期的に道路パトロールや歩行者通行

帯の確保及び現道の拡幅、県と連携しての県道の歩道整備を実施します。また、緊急車両

がスムーズに通行できるように狭窄部の解消を行います。 

⚫ 今後も継続して施策の周知、交通手段の確保を図ることにより、障がいがある人にもない

人にもやさしいまちづくりに努めます。 
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具体的な施策 

安全な道路整備 
国・県等と連携しながら、ユニバーサルデザインやバリアフリー

の考え方に基づき、安全施策として歩道等の整備を図ります。 

交通・移動関連サービスの

充実 

移動支援事業等の障がいがある方の移動等に関連する各種サー

ビス・制度のさらなる周知と充実に努めます。また、高齢者移送

サービス事業等、その他の活用できるサービスについても周知と

利用促進を図ります。 
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３ 防災・防犯対策の推進 

 

現状と課題 

障がいがある方が安心して地域で生活するためには地震や豪雨等の災害が発生したとき等の

非常時において、情報の伝達や避難誘導等が迅速かつ的確に行われ、被害を最小限にとどめる「減

災」を図ることが大切です。 

手帳所持者アンケート調査の災害時の単独での避難可否では、特に知的障がい者（療育）、重複

障がい者（複数所持）で「できない」が高くなっています。また、災害時の心配ごとでは身体障

がい者（身体）で「薬や医療的ケアを確保できるか」、知的障がい者（療育）で「避難所で必要な

支援が受けられるか」「避難所の設備が障がいに対応しているか」、精神障がい者（精神）で「避

難所で他の人と一緒に過ごすのが難しい」、重複障がい者（複数所持）で「避難所で必要な支援が

受けられるか」が最も高くなっており、障がいの種類によって心配ごとは様々となっています。 

地域の意識づくりや緊急通報システムの整備とともに、災害による被害を最小限に抑える基盤

づくりを推進していく必要があります。 

 

【災害時の単独での避難可否】 
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【災害時の心配ごと】 
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9.7 

25.9 

33.3 

18.5 

37.0 

14.8 

14.8 

14.8 

33.3 

30.6 

27.8 

27.8 

8.3 

2.8 

5.6 

0 % 20 % 40 % 60 %

避難所で

必要な支援が

受けられるか

薬や医療的ケアを

確保できるか

避難所の設備が

障がいに対応

しているか

避難所で他の人と

一緒に過ごす

ことが難しい

近くに助けて

くれる人がいない

災害の情報を

知る方法がない

助けを求める

方法がない

5.4 

3.4 

0.0 

5.4 

22.8 

16.8 

6.5 

2.2 

0.0 

4.3 

19.6 

15.2 

0.0 

3.2 

0.0 

3.2 

19.4 

25.8 

7.4 

0.0 

0.0 

11.1 

14.8 

11.1 

5.6 

5.6 

0.0 

5.6 

19.4 

19.4 

0 % 20 % 40 % 60 %

医療機器の

電源確保

補装具や

日常生活用具が

使えなくなる

酸素ボンベや

吸引器、人工呼吸器

などが使えなくなる

その他

特にない

無回答

全体

（ｎ=149）

身体

（ｎ=46）

療育

（ｎ=31）

精神

（ｎ=27）

複数所持

（ｎ=36）
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施策の展開 

 

前計画の実施状況 

⚫ 避難行動要支援者の避難プランを作成し、避難支援体制の整備を図りました。 

⚫ 前計画期間中に洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設（５ヶ所）に

避難確保計画の作成及び提出を求め、全施設より提出完了しました。 

⚫ 民生委員・児童委員を通して避難行動要支援者の対象となる方の避難支援名簿への登録

呼びかけを行いました。 

⚫ 令和４年度には、隔年で開催している総合防災訓練を実施し、災害時における各関係団体

との受援体制を強め、自主防災組織連絡協議会を実施し、自主防災組織に対して防災活動

の啓発を行いました。 

⚫ 福祉避難所については、交流センターを自主避難所の機能を兼ねる形で設定しており、拠

点的福祉避難所として、民間の施設と協定を行い、福祉避難所での生活が困難な場合に、

避難所として開設できるようにしています。 

⚫ 避難場所の周知に関しては、広報なんかん、町ホームページ、防災行政無線（屋外、戸別）

による従来からの周知方法に加えて、令和４年度より新たに、LINE、登録制メール愛情ね

っと、防災アプリハザードンの活用による避難場所の周知を行っています。 

課題及び今後の取組み 

⚫ 避難に係る個別の計画を推進できるよう、町民に対して避難支援名簿登録を社会福祉協

議会の見守りネットワークと連携して推進していきます。また、事業については周知・啓

発を図ります。 

⚫ 高齢者世帯が多くなり、積極的な参加が難しく、町民の自主防災活動に対する理解、防災

に関する担い手が不足しているため、各自主防災会において、自助・共助の必要性を持ち

ながらの防災教育、避難行動要支援者対策、避難所運営等の活動に努めます。 

 

 

具体的な施策 

「地域防災計画」等による

防災対策の推進 

「地域防災計画」や「災害時要援護者避難支援計画」に基づき、

避難場所等の防災に関する知識・情報の普及や地域組織や保健・

福祉・医療関係機関等と連携した地域の自主防災組織づくりに取

り組みます。 

避難行動要支援者の避難

支援体制の充実 

災害時要援護者避難支援計画に基づき、災害時に支援を必要とす

る方の安全確保と避難誘導等の支援体制を強化します。また、災

害時における避難場所や防災対策について情報の提供に努めま

す。 

避難場所の周知 

災害時の避難場所の確保及び周知を進めます。また、特別な支援

を要する人に対しては福祉施設等の活用等、状況に応じた対応が

行えるよう連携に努めます。 
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第３部 方法論 
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第１章 障がい福祉サービス等の展開 

 

 

この章では、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援

法）」の規定による「市町村障害福祉計画」に該当する部分として、国の基本指針も踏まえながら、

障がい福祉サービス・地域生活支援事業の提供状況や具体的な必要量の見込み及び見込み量の確保、

地域生活移行や就労移行等に関わる令和８年度までの数値目標等を定めています。 

なお、市町村において障がい児福祉計画の策定が義務付けられており、同計画は障がい福祉計画

を一体的に策定します。 

 

１ 第 6期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画の実績と評価 

 

（１）障がい福祉サービス 

① 訪問系サービス 

居宅介護の利用時間はすべての年度で、計画値よりも実績値が少なくなっています。しか

し、利用者数については、すべての年度で、計画値よりも実績値が多くなっています。また、

利用時間については、年度によって増減があります。障がいがある方の高齢化や重度化によ

り、今後もサービス利用は増加することが予測されます。 

重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援は、対象者がおらず実績があ

りませんでしたが、今後もサービスが提供できる利用体制を維持していく必要があります。 

 

サービス名 単位 

第６期計画値 実績値 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

居宅介護 
時間/月 400 430 460 366 272 420 

人/月 14 15 16 25 23 20 

重度訪問介護 
時間/月 210 210 210 0 0 0 

人/月 1 1 1 0 0 0 

行動援護 
時間/月 10 10 10 0 0 0 

人/月 1 1 1 0 0 0 

同行援護 
時間/月 25 25 25 0 0 0 

人/月 1 1 1 0 0 0 

重度障害者等 

包括支援 

時間/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

令和５年度については 10月末までの実績 

  ※コロナウイルス感染症により利用者数が減少しています。 

※事業所の休止で本人の利用ができていません。 
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※コロナウイルス感染症により利用者数が減少しています。 

※事業所の休止で本人の利用ができていません。 

② 日中活動系サービス 

生活介護、自立訓練（生活訓練）、就労継続支援（B型）は、すべての年度で計画値よりも

実績値が少なくなっています。 

自立訓練（機能訓練）、短期入所（医療型）は、実績がありませんでした。 

就労移行支援の利用量は、令和４年度以外、計画値よりも実績値が少なくなっていますが、

利用者数は、すべての年度で、計画値よりも実績値が多くなっています。また、短期入所（福

祉型）では、すべての年度で計画値よりも実績値が多くなっています。介護者の高齢化や、

突発的な利用が増えたことが考えられます。 

就労継続支援（A型）は、令和３年度の利用者数以外、計画値と同じ又は実績値が少なく

なっています。 

就労定着支援は、計画値と同じ又は実績値が少なくなっています。 

療養介護では、すべての年度で、計画値と実績値が同じ数値になっています。 

サービス名 単位 

第６期計画値 実績値 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

生活介護 
人日/月 964 964 964 841 790 834 

人/月 66 66 66 44 47 41 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日/月 23 23 23 0 0 0 

人/月 1 1 1 0 0 0 

自立訓練 

（生活訓練） 

人日/月 38 38 38 16 15 36 

人/月 2 2 2 1 1 2 

就労移行支援 
人日/月 20 20 20 14 33 45 

人/月 2 2 2 3 4 3 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人日/月 600 640 680 573 483 493 

人/月 30 32 34 33 32 28 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人日/月 489 538 603 415 341 435 

人/月 30 33 37 27 21 22 

就労定着支援 人/月 2 3 4 2 1 0 

療養介護 人/月 5 5 5 5 5 5 

短期入所 

（福祉型） 

人日/月 14 14 14 25 22 22 

人/月 4 4 4 10 6 3 

短期入所 

（医療型） 

人日/月 11 11 11 0 0 0 

人/月 2 2 2 0 0 0 

 令和５年度については 10月末までの実績 
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③ 居住系サービス 

自立生活援助の利用はありませんでしたが、障害者総合支援法の改正（2016 年改正、

2018年施行）により新設されたサービスであるため、制度が浸透することで、利用者の増

加が見込まれます。 

共同生活援助（グループホーム）は、すべての年度で見込みを上回っています。潜在的な

対象者に気づくことができたことや、支援者がおらず一人で住めない方が増加したことによ

り、サービス利用が増加したと考えられます。また、共同生活援助施設（グループホーム）

箇所数が増加したことにより、入居しやすくなったことも増加要因として考えられます。今

後もこの傾向は続くと考えられるため、サービスが提供できる利用体制を維持していく必要

があります。 

施設入所支援は、すべての年度で計画値よりも実績値が少なくなっています。 

 

サービス名 単位 

第６期計画値 実績値 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

自立生活援助 人/月 5 5 5 0 0 0 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人/月 22 23 24 25 25 27 

施設入所支援 人/月 32 33 34 27 27 25 

令和５年度については 10月末までの実績 

④ 相談支援サービス 

計画相談支援は、令和５年度には見込みを上回っています。今後もこの傾向は続くと考え

られるため、サービスが提供できる利用体制を維持していく必要があります。 

地域移行支援、地域定着支援は、実績がありませんでした。 

 

サービス名 単位 

第６期計画値 実績値 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

計画相談支援 人/月 23 24 25 12 10 26 

地域移行支援 人/月 1 1 1 0 0 0 

地域定着支援 人/月 1 1 1 0 0 0 

令和５年度については 10月末までの実績  
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⑤ 障がい児支援 

児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援は、見込みを上回っています。今

後もこの傾向は続くと考えられるため、サービスが提供できる利用体制を維持していく必要

があります。 

医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援は、対象者がおらず実績がありませんでし

た。相談には対応できます。 

放課後等デイサービスは、すべての年度で見込みを上回っています。発達障がいの理解が

社会に広まったことや、支援体制が整ってきたことにより、発達障がいがある子の利用者が

増えたことが考えられます。また、療育が身近になってきていることにより、今後もこの傾

向は続くと考えられます。サービスが提供できる体制を維持し、さらに相談体制を強化して

いく必要があります。 

保育所等訪問支援は、令和４年度以外、実績がありませんでした。 

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置は、令和５年度

から配置しており、今後対象の児童の就学等が見込まれるため、相談があったら対応できる

体制を整えています。 

サービス名 単位 

第６期計画値 実績値 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

児童発達支援 
人日/月 114 124 134 140 203 283 

人/月 12 13 14 26 32 34 

医療型児童発達

支援 

人日/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

放課後等デイサ

ービス 

人日/月 191 201 212 235 265 315 

人/月 18 19 20 27 29 29 

保育所等訪問支

援 

人日/月 1 1 1 0 1 0 

人/月 1 1 1 0 1 0 

居宅訪問型児童

発達支援 

人日/月 4 4 4 0 0 0 

人/月 1 1 1 0 0 0 

障害児相談支援 人 10 11 12 6 9 10 

医療的ケア児に 

対する関連分野 

の支援を調整 

するコーディ 

ネーターの配置 

人 1 1 1 0 0 2 

令和５年度については 10月末までの実績 

 

  

※他のサービスと違って、事業所が柔軟に対応しています。 

※希望者が増えており、切れ目のない支援が必要です。 
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⑥ 地域生活支援拠点等の設置箇所数 

地域生活支援拠点等の設置箇所数は、計画値と同じ又は実績値が多くなっています。 

 

サービス名 単位 

第６期計画値 実績値 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

地域生活支援 

拠点等の設置 

箇所数 

箇所 1 1 1 1 1 2 

令和５年度については 10月末までの実績 

 

⑦ 地域生活拠点等における機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数 

地域生活拠点等における機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数は、計画値と同じ又

は実績値が多くなっています。 

 

サービス名 単位 

第６期計画値 実績値 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

地域生活拠点等 

における機能の 

充実に向けた 

検証及び検討の 

実施回数 

回 1 1 1 1 1 3 

令和５年度については 10月末までの実績 

 

 

  



83 

（２）地域生活支援事業 

① 相談支援事業 

障害者相談支援事業は、すべての年度で、計画値と実績値が同じ数値になっています。 

基幹相談支援センター等機能強化事業は、実績がありませんでした。 

 

サービス名 単位 

第６期計画値 実績値 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

障害者相談 

支援事業 
箇所 4 4 4 4 4 4 

基幹相談支援 

センター等 

機能強化事業 

箇所 4 4 4 0 0 0 

令和５年度については 10月末までの実績 

 

 

② 成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度利用支援事業は、実績がありませんでした。 

 

サービス名 単位 

第６期計画値 実績値 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

成年後見制度 

利用支援事業 
人 1 1 1 0 0 0 

令和５年度については 10月末までの実績 

 

 

③ 意思疎通支援事業 

意思疎通支援事業は、実績がありませんでした。 

 

サービス名 単位 

第６期計画値 実績値 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

意思疎通 

支援事業 
人 1 1 1 0 0 0 

令和５年度については 10月末までの実績 
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④ 日常生活用具給付等事業 

介護・訓練支援用具は、令和４年度以外、計画値よりも実績値が少なくなっています。 

自立生活支援用具、情報・意思疎通支援用具、排せつ管理支援用具は、すべての年度で計

画値よりも実績値が少なくなっています。 

在宅療養等支援用具は、令和３年度以外、計画値よりも実績値が多くなっています。 

在宅生活動作補助用具（住宅改修費）は、実績がありませんでした。 

 

サービス名 単位 

第６期計画値 実績値 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

介護・訓練 

支援用具 
件 2 2 2 1 3 0 

自立生活 

支援用具 
件 2 2 2 0 1 1 

在宅療養等 

支援用具 
件 1 1 1 1 5 2 

情報・意思疎通

支援用具 
件 2 2 2 1 1 0 

排せつ管理 

支援用具 
件 450 464 480 88 342 220 

在宅生活動作 

補助用具 

（住宅改修費） 

件 2 2 2 0 0 0 

令和５年度については 10月末までの実績 

⑤ 移動支援事業 

移動支援事業の利用者は、見込みを大きく上回っています。令和５年度以外は新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、利用者数が増加したと考えられます。他より利用しやすいサ

ービスとなっており、余暇活動で利用する方も多く、今後も様々な場面での利用が考えられ、

サービスが提供できる利用体制を維持していく必要があります。 

 

サービス名 単位 

第６期計画値 実績値 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

移動支援事業 

箇所 2 2 2 7 6 7 

人 4 4 4 16 19 20 

時間 323 342 363 572 764 270 

令和５年度については 10月末までの実績  
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⑥ 地域活動支援センター機能強化事業 

地域活動支援センター機能強化業務は、実績がありませんでした。 

 

サービス名 単位 

第６期計画値 実績値 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

地域活動支援 

センター機能 

強化事業 

箇所 3 3 3 3 3 3 

人 350 343 336 129 120 120 

令和５年度については 10月末までの実績 

 

 

⑦ 日中一時支援事業 

日中一時支援事業は、令和４年度に設置箇所が減っていますが、利用者数は、見込みを上

回っています。放課後等デイサービスの利用者数が増加傾向にあるため、併せて日中一時支

援事業の利用者数も増加したと考えられます。今後もこの傾向は続くと考えられるため、サ

ービスが提供できる利用体制を維持していく必要があります。 

 

サービス名 単位 

第６期計画値 実績値 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

日中一時支援 

事業 

箇所 8 8 8 8 7 8 

人 23 27 32 43 45 53 

令和５年度については 10月末までの実績 
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２ 計画の成果目標・活動指標 

 

障がいのある方の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応する

ため、次の成果目標を設定します。目標値の設定にあたっては、国の基本指針に即し、本町の実

情に応じた目標値を設定します。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

令和８年度末における地域生活に移行する人の数値目標として、令和４年度末時点の施設

入所者の６％以上が地域生活へ移行すること、また施設入所者の５％以上の削減を基本とし、

これまでの実績を踏まえて、地域生活移行者数の目標を１人の 2.3%、施設入所者削減数の

目標を 6人の 13.6%とします。 

 

【国の基本指針】 

＜施設入所者の地域移行＞ 

令和４年度末時点の施設入所者数の６％以上が令和８度末までに地域生活へ

移行する。 

＜施設入所者数の削減＞ 

令和８年度末の施設入所者数を令和４年度末時点の施設入所者数から５％以

上削減する。 

 

成 果 目 標 
  

令和４年度末時点の入所者数・・・（Ａ） ５０人 

令和８年度末の入所者数・・・（Ｂ） ４４人 

削減見込数 （Ａ）－（Ｂ）・・・（Ｃ） ６人 

【目標値】施設入所者削減率 （Ｃ）/（Ａ） １２．０％ 

令和８年度末における入所者のうち地域生活移行者数・・・（Ｄ） １人 

【目標値】地域移行率 （Ｄ）/（Ａ） ２．０％ 
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（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、保健、医療及び福

祉関係者による協議の場の開催回数、保健、医療（精神科、精神科以外の医療機関別）、福祉、

介護、担当者、家族等の関係者ごとの参加者人数、保健、医療及び福祉関係者による協議の

場における目標設定および評価の実施回数の見込みを設定します。 

また、精神障がいがある方の障がい福祉サービスの利用状況を把握し、基盤整備の過不足

等について把握するため、令和８年度末までの見込み量を以下のとおり設定します。 

 

活 動 指 標 
  

 
令和６年度 

利用者数見込 

令和７年度 

利用者数見込 

令和８年度 

利用者数見込 

精神障がい者の地域移行支援 １人/月 １人/月 １人/月 

精神障がい者の地域定着支援 １人/月 １人/月 １人/月 

精神障がい者の共同生活援助 １人/月 １人/月 １人/月 

精神障がい者の自立生活援助 １人/月 １人/月 １人/月 

精神障がい者の自立訓練 

（生活訓練）※新規 
１人/月 １人/月 １人/月 

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

保健、医療及び福祉関係者によ

る協議の場の開催回数 
１回 １回 １回 

保健、医療及び福祉関係者によ

る協議の場への関係者の参加

者数 

１人 １人 １人 

保健、医療及び福祉関係者によ

る協議の場における目標設定

及び評価の実施回数 

１回 １回 １回 
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（３）地域生活支援の充実 

障がいのある方の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据えて、地域における居住支援の機

能（相談、体験の機会・場の提供、緊急時の受入れ・対応、地域の体制づくり等）強化に取

り組みます。地域生活支援拠点については有明圏域 2 市 4 町で 1 箇所整備し運用を開始し

ています。また、強度行動障がいがある方に対する支援体制の整備にも努めます。 

 

【国の基本指針】 

＜地域生活支援拠点等の整備、地域生活支援拠点等の機能充実のためのコーディネ

ーターの配置＞ 

令和８年度末までに地域生活支援拠点等を整備（複数市町村による共同整備

も可能）するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターを配置する等

の効果的な支援体制の構築を進め、年１回以上支援の実績等を踏まえ運用状況

を検証及び検討する。 

＜強度行動障害を有する者への支援体制の整備 ※新規＞ 

令和８年度末までに強度行動障害を有する者に関して支援ニーズを把握し、

支援体制の整備（圏域での整備も可）を進める。 

 

成 果 目 標 
  

令和８年度末時点の地域生活拠点等の設置個所 

（圏域による設置） 
１箇所 

令和８年度末時点のコーディネーターの配置 ２箇所 

強度行動障害を有する者への支援体制の整備 ※新規 １箇所 

 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、令和８年度中に一般就労に移行

する人の数について目標値を設定します。 

また、この目標を達成するため、就労移行支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労移行

率にかかる目標値等も設定します。 

 

【国の基本指針】 

＜就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）＞ 

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、令和８年度中に一般

就労に移行する者の目標値を、令和３年度の一般就労への移行実績の１．２８倍

以上とする。 
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【国の基本指針】 

＜就労移行支援のみ＞ 

就労移行支援事業は、令和３年度の一般就労への移行実績の１．３１倍以上と

する。 

＜就労継続支援 A型のみ＞ 

就労継続支援Ａ型事業は、令和３年度の一般就労への移行実績の１．２９倍以

上を目指す。 

＜就労継続支援 B型のみ＞ 

就労継続支援Ｂ型事業は、令和３年度の一般就労への移行実績の１．２８倍以

上を目指す。 

＜就労移行支援事業及び就労継続支援事業＞ 

就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労

移行者の割合が５割以上の事業所を全体の５割以上とする。 ※新規 

就労定着支援事業は、令和３年度の一般就労への移行実績の１．４１倍以上と

する。 

就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所を全体の２割５

分以上とする。 

 

成 果 目 標 
  

 

令和３年度の福祉

施設の利用者のう

ち①～⑤を通じて

一般就労に移行し

た者の数 

令和８年度の福祉

施設の利用者のう

ち①～⑤を通じて

一般就労に移行す

る者の数 

① 就労移行支援事業等（生活介護、自立訓

練、就労移行支援、就労継続支援） 
０人 １人 

② 就労移行支援のみ ０人 １人 

③ 就労継続支援 A型のみ ０人 １人 

④ 就労継続支援 B型のみ ０人 １人 

⑤ 就労移行支援事業及び就労継続支援事業 ０人 ３人 

※令和３年度の福祉施設の利用者のうち①～⑤を通じて一般就労に移行した者の数

が「０人」のため、福祉施設の利用者のうち①～④を通じて一般就労者の増加率の

算出はできません。 

 
令和８年度 

目標 

就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占め

る一般就労移行者の割合が５割以上の事業所を全体の５割以上 ０％ 

就労定着支援事業は、令和３年度の一般就労への移行実績の１．

４１倍以上 ０％ 

就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所を全

体の２割５分以上 ０．０％ 
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（５）障がい児支援の提供体制の整備等 

障がい児支援の提供体制整備等のため以下の取組みを進めます。 

 

【国の基本指針】 

＜児童発達支援センターの設置＞ 

令和８年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくともも 1 カ

所以上設置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合に

は、圏域での設置であっても差し支えない。地域の実情により児童発達支援セン

ターを未設置の市町村においては、障害福祉主管部局等が中心となり、中核的な

支援機能と同等の機能を有する体制を地域において整備する。 

＜障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制の構築＞ 

令和８年度末までに、全ての市町村において、障害児の地域社会への参加・包

容（インクルージョン）を推進する体制を構築する。 

＜主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び、主に重症心身障害児を

支援する放課後等デイサービス事業所の確保＞ 

令和８年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及

び放課後等デイサービス事業所を各市町村または圏域に少なくとも 1 カ所以上

確保する。 

＜医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場及び、医療的ケア児支援のための

関係機関のコーディネーターの配置＞ 

令和８年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、

障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとと

もに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置する。 

 

成 果 目 標 
  

児童発達支援センターの設置（圏域による設置） １箇所 

障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する

体制の構築（圏域による設置） 
１箇所 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保 

（圏域による設置） 
２箇所 

主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の確

保（圏域による設置） 
３箇所 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

（圏域による設置） 
１箇所 

医療的ケア児支援のための関係機関のコーディネーターの配置 １箇所 
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（６）相談支援体制の充実・強化等 

令和８年度末までに、各市町村又は各圏域において、相談体制の確保等について目標値を

設定します。 

 

【国の基本指針】 

＜相談支援体制の確保＞ 

令和８年度末までに各市町村または圏域において、総合的な相談支援、地域の

相談支援体制の強化等の役割を担う基幹相談支援センターを設置するととも

に、地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保する。なお、基幹相談支援セン

ターを設置するまでの間も地域の相談支援体制の強化に努める。 

＜協議会の体制確保 ※新規＞ 

協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を

行う取組を行うとともに、これらの取組を行うための協議会の体制を確保する。 

 

成 果 目 標 
  

相談支援体制の確保 圏域による設置 

協議会の体制確保 圏域による設置 

 

活 動 指 標 
  

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

基幹相談支援センターの設置

の有無 ※新規 
無 有 有 

基幹相談支援センターによる

地域の相談支援事業所に対す

る訪問等による専門的な指導・

助言件数 

０件 １１件 １１件 

基幹相談支援センターによる

地域の相談支援事業所の人材

育成の支援件数 

０件 １１件 １１件 

基幹相談支援センターによる

地域の相談機関との連携強化

の取組の実施回数 

０回 ２５回 ２５回 

基幹相談支援センターによる

個別事例の支援内容の検証の

実施回数 ※新規 

０回 ５回 ５回 
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 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

基幹相談支援センターにおけ

る主任相談支援専門員の配置

数 ※新規 

０人 １人 １人 

協議会における相談支援事業

所の参画による事例検討実施

回数 ※新規 

５回 ５回 ５回 

協議会における相談支援事業

所の参加事業者・機関数 

※新規 

１３２箇所 １３２箇所 １３２箇所 

協議会の専門部会の設置数 

※新規 
２箇所 ２箇所 ２箇所 

保健、医療及び福祉関係者によ

る協議の場における目標設定

及び評価の実施回数 

９回 ９回 ９回 
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（７）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

令和８年度末までに、本町では、障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組みに

係る体制を構築することを行います。 

 

【国の基本指針】 

令和８年度末までに、各都道府県及び各市町村において、障害福祉サービス等

の質を向上させるための取組に係る体制を構築する。 

 

成 果 目 標 
  

令和８年度末までに、障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体

制を構築します 

 

活 動 指 標 
  

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

都道府県が実施する障害福祉

サービス等に係る研修の参加

や都道府県が市町村職員に対

して実施する研修の参加人数 

１人 １人 １人 

障害者自立支援審査支払等シ

ステム等での審査結果を活用

し、事業所や関係自治体等と共

有する体制の有無 

有 有 有 

（共有する体制が有の場合）そ

れに基づく実施回数 
１回 １回 １回 
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（８）発達障がいがある方等に対する支援 

ペアレントトレーニング※１３やペアレントプログラム※１４等の見込みを設定します。 

 

活 動 指 標 
  

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ペアレントト

レーニングや

ペアレントプ

ログラム等の

開催回数 

ペアレントプ

ログラム ０回 ０回 ０回 

ペアレントト

レーニング ６回 １２回 １２回 

ペアレントメンター※１５等を

活用したピアサポート※１６の

活動の実施回数 

１０回 １６回 １６回 

 

※１３ ペアレントトレーニング：環境調整や子どもへの肯定的な働きかけを学び、保護者や養育者の関わ

り方や心理的なストレスの改善、子どもの適切な行動の促進と不適切な行動の改善を目的としたプ

ログラムです。 

 

※１４ ペアレントプログラム：子どもの行動修正までは目指さず、「保護者の認知を肯定的に修正すること」

に焦点を当てた簡易的なプログラムです。 

 

※１５ ペアレントメンター：発達障害のある子どもを育てた経験のある親であり、同じ親の立場でよき相

談相手となれる人です。 

 

※１６ ピアサポート：「ピア」（仲間）、「サポート」（援助）で、仲間同士の支え合いを表します。 
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４ 計画の障がい福祉サービスの内容と見込み量 

 

（１）障がい福祉サービス等の内容 

①訪問系サービス 

サービス名 内容 

居宅介護 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入

浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合

的に行います。 

同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出に

よって必要とされる視覚的情報の支援や移動の援護等の支援

を行います。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を

回避するために必要な支援や、外出支援を行います。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービス

を包括的に行います。 

 

②日中活動系サービス 

サービス名 内容 

生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介

護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提

供します。 

自立訓練（機能訓練） 

身体障がいがある方を対象に、身体的リハビリや歩行訓練、

コミュニケーション、家事等の訓練、日常生活上の相談支援

や就労移行支援事業所等の関係機関との連携調整等の支援を

行います。 

自立訓練（生活訓練） 

知的障がいがある方・精神障がいがある方を対象に、食事や

家事等の日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の

相談支援や就労移行支援事業所等の関係機関との連携調整等

の支援を行います。 

就労選択支援（新規） 

障がいがある人の希望や能力に合う仕事探しを支援し、関係

機関との橋渡しを担うサービスで、障がいがある人の強みや

課題、就労に必要な配慮について、障がいがある本人と支援

側が共に整理・評価（就労アセスメント）することで、適切

な一般就労や就労系障害福祉サービスにつなげるのが特徴で

す。 
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サービス名 内容 

就労移行支援 
一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な

知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援（Ａ型） 

一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

Ａ型では、雇用契約を結んで就労の場を提供します。 

就労継続支援（Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

Ｂ型では、企業等やＡ型での就労経験がある人であって、年

齢や体力面で雇用が難しい人や、企業やＡ型利用に結びつか

なかった人等を対象とします。 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がいがあ

る方で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じてい

る人に対し、相談を通じて生活面の課題を把握するととも

に、企業や関係機関等との連携やそれに伴う課題解決に向け

て、必要となる支援を実施します。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療

養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 

短期入所 
自宅で介護する人が病気等の場合等に短期間、夜間も含め施

設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

③居住系サービス 

サービス名 内容 

自立生活援助 

障がい者支援施設やグループホーム等からひとり暮らしへの

移行を希望する知的障がいがある方や精神障がいがある方等

について、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、

一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応によ

り、障がいがある方の理解力、生活力等を補う観点から、適

時に適切な支援を行うサービスです。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

就労、または就労継続支援等の日中活動を利用している知的

障がいがある方、精神障がいがある方に対して、夜間や休

日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行いま

す。 

施設入所支援 

生活介護または自立訓練、就労移行支援の対象者に対し、日

中活動と合わせて、夜間等における入浴、排せつ、食事の介

護等を提供します。 
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④相談支援 

サービス名 内容 

計画相談支援 

障がいがある方またはその保護者が、対象となる障がい福祉

サービスを適切に利用できるよう、心身の状況やおかれてい

る環境、サービスの利用意向、その他の事情等を勘案し、サ

ービス等利用計画等を作成します。 

地域移行支援 

障がい者支援施設等に入所している障がいがある方または精

神科病院に入院している精神障がいがある方を対象に、地域

生活に移行するための相談や住居の確保、その他必要な便宜

を供与します。 

地域定着支援 

施設や病院から地域生活へ移行した障がいがある方や一人暮

らしへと移行した障がいがある方等が、安定的に地域生活を

営めるよう、障がいの特性に起因して生じる緊急の事態等に

常時、相談等対応に必要な便宜を供与します。 

 

⑤障がい児支援 

サービス名 内容 

児童発達支援 

手帳の有無にかかわらず、障がいの特性に応じて通所利用の

障がい児やその家族に対する支援を行います。日常生活にお

ける基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適

応訓練等の支援を行います。 

医療型児童発達支援 

手帳の有無にかかわらず、障がいの特性に応じて通所利用の

障がい児やその家族に対する支援を行います。日常生活にお

ける基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適

応訓練等の支援と治療を行います。 

放課後等デイサービス 

幼稚園、大学を除く学校に就学している障がい児に対して、

放課後や夏休み等の長期休暇中、生活能力向上のための訓練

等を継続的に提供し障がい児の自立促進の支援を行います。 

保育所等訪問支援 

現在利用中又は利用する予定の保育所、幼稚園、小学校その

他の集団生活を営む施設において、適応のための専門的な支

援を必要とする場合に、安定した利用ができるよう当該施設

を訪問し支援を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 

重度の障がい等の状態にあり、障がい児通所支援を利用する

ために外出することが著しく困難な障がい児に対し発達支援

が提供できるよう、障がい児の居宅を訪問して発達支援を行

うものです。 

障害児相談支援 

通所サービスを利用する障がい児の障害児支援利用計画案作

成及びサービス等の利用状況の検証や見直しを障害児相談支

援事業者が行います。 



98 

（２）障がい福祉サービス等の実績と見込み量一覧 

サービス種別 単位 

実績値 見込み量 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和６ 

年度 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

訪
問
系 

居宅介護 
時間／月 366 272 420 500 500 500 

人／月 25 23 20 23 23 23 

重度訪問介護 
時間／月 0 0 0 210 210 210 

人／月 0 0 0 1 1 1 

行動援護 
時間／月 0 0 0 10 10 10 

人／月 0 0 0 1 1 1 

同行援護 
時間／月 0 0 0 25 25 25 

人／月 0 0 0 1 1 1 

重度障害者等包括支援 
時間／月 0 0 0 0 0 0 

人／月 0 0 0 0 0 0 

日
中
活
動
系 

生活介護 
人日／月 841 790 834 1000 1100 1200 

人／月 44 47 41 50 55 60 

自立訓練（機能訓練） 
人日／月 0 0 0 23 23 23 

人／月 0 0 0 1 1 1 

自立訓練（生活訓練） 
人日／月 16 15 36 40 40 40 

人／月 1 1 2 2 2 2 

就労選択支援（新規） 人／月    1 1 1 

就労移行支援 
人日／月 14 33 45 60 60 60 

人／月 3 4 3 6 6 6 

就労継続支援（Ａ型） 
人日／月 573 483 493 600 630 670 

人／月 33 32 28 33 35 37 

就労継続支援（Ｂ型） 
人日／月 415 341 435 450 450 450 

人／月 27 21 22 25 25 25 

就労定着支援 人／月 2 1 0 3 3 3 

療養介護 人／月 5 5 5 5 5 5 

短期入所（福祉型） 
人日／月 25 22 22 20 24 28 

人／月 10 6 3 5 6 7 

短期入所（医療型） 
人日／月 0 0 0 5 5 5 

人／月 0 0 0 1 1 1 

令和５年度については 10月末までの実績 
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サービス種別 単位 

実績値 見込み量 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和６ 

年度 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

居
住
系 

自立生活援助 人／月 0 0 0 5 5 5 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人／月 25 25 27 30 32 34 

共同生活援助利用者数の

うち重度障害者（新規） 
人／月    0 0 0 

施設入所支援 人／月 27 27 25 30 32 34 

相
談
支
援 

計画相談支援 人／月 12 10 26 30 30 30 

地域移行支援 人／月 0 0 0 1 1 1 

地域定着支援 人／月 0 0 0 1 1 1 

障
が
い
児
支
援 

児童発達支援 
人日／月 140 203 283 320 320 320 

人／月 26 32 34 40 40 40 

医療型児童発達支援 
人日／月 0 0 0 6 6 6 

人／月 0 0 0 1 1 1 

放課後等デイサービス 
人日／月 235 265 315 440 500 560 

人／月 27 29 29 45 50 55 

保育所等訪問支援 
人日／月 0 1 0 2 2 2 

人／月 0 1 0 2 2 2 

居宅訪問型児童発達支

援 

人日／月 0 0 0 10 10 10 

人／月 0 0 0 2 2 2 

障害児相談支援 人／月 6 9 10 15 18 20 

地域生活支援拠点等の設置箇所数と地域生活拠点等が有する機能の充実に向けた支援の実績を踏まえた検

証及び検討の実施回数、コーディネーターの配置人数 

地域生活支援拠点等の設置箇

所数 
箇所 1 1 2 1 1 1 

検証及び検討の実施回数 回 1 1 3 2 2 2 

コーディネーターの配置人数

（新規） 
人    0 2 2 

市町村における医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 

コーディネーターの配置人数

（新規） 
人    2 2 2 

令和５年度については 10月末までの実績 
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５ 計画の地域生活支援事業の内容と見込み量 

 

（１）地域生活支援事業の内容 

①必須事業 

○相談支援事業 

障がいがある方等の福祉に関する様々な問題について専門的に相談に応じ、必要な情報の

提供や助言、障がい福祉サービス等の利用支援等を行うとともに、障がいがある方等の権利

擁護のために必要な援助を行う事業です。 

有明圏域２市４町で連携して、下記の４箇所の事業所に委託して実施するとともに、これ

らの相談支援事業所と福祉課との連携強化に努めます。 

 

■障害者相談支援事業実施事業所一覧（２市４町で委託） 

施設名 主な対象 住所 

相談支援センターいこいば 身体障がいがある方 玉名市中46 

コミュニティーセンターりんくる 知的障がいがある方 玉名市岱明町野口字塚原666 

荒尾市社会福祉事業団相談支援センター 知的障がいがある方 荒尾市増永2299-15 

有明圏域指定相談事業所ふれあい 精神障がいがある方 玉名市小野尻５ 

 

○成年後見制度利用支援事業 

判断能力が不十分な障がいがある方が、障がい者福祉サービスの利用契約の締結等が適切

に行われるようにするため、成年後見制度の利用を支援する事業に対しての補助を行います。 

 

○意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障があ

る障がいがある方等に、意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑

化を図ることを目的に実施します。 
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○日常生活用具給付等事業 

重度障がい者等に対し、下表の日常生活用具の給付・貸与等を行い、日常生活の便宜や福

祉の増進を図ります。また、福祉課が窓口として対応しています。 

 

■日常生活用具給付等事業の種類 

種類 内容 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護訓練支援用具 

特殊寝台や特殊マット等の、障がい者（児）の身体介護を

支援する用具や、障がい児が訓練に用いるいす等であっ

て、利用者及び介助者が容易に使用でき、実用性のあるも

の。 

自立生活支援用具 

入浴補助用具や聴覚障がい者用屋内信号装置等の、障がい

者（児）の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具

であって、利用者が容易に利用でき、実用性のあるもの。 

在宅療養等支援用具 

電気式たん吸引器や盲人用体温計等の、障がい者（児）の

在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に利用

でき、実用性のあるもの。 

情報・意思疎通支援用具 

点字器や人工喉頭等の障がい者（児）の情報収集、情報伝

達や意思疎通等を支援する用具であって利用者が容易に利

用でき、実用性のあるもの。 

排せつ管理支援用具 
ストマ用装具等の障がい者（児）の排せつ管理を支援する

衛生用品であって利用者が使用でき実用性のあるもの。 

住宅改修費助成事業 
障がい者（児）の居宅生活動作等を円滑にするための小規

模な住宅改修に対して費用の一部を助成します。 

 

○移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がいがある方等に対し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動

等の社会参加のための外出の際の移動支援を行います。 

 

○地域活動支援センター 

創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流促進等を行う「地域活動支援センター」

の機能を充実、強化します。地域活動支援センターにはⅠ～Ⅲ型の 3種類が設定されていま

す。 
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○理解促進・研修啓発事業 

○自発的活動支援事業 

○成年後見制度法人後見支援事業 

○手話奉仕員養成研修事業 

上記４事業については、今後その必要性について検討していきます。 

 

②任意事業 

○日中一時支援事業 

日中に一時的に見守り等の支援が必要な障がいがある方に対して、日中活動の場を提供す

ることにより、障がいがある方の家族の就労支援や介護家族の一時的な休息を確保する事業

です。 

 

○更生訓練費給付事業 

身体障がいがある方の社会復帰の促進を図るため、身体障害者更生施設や身体障害者授産

施設に入所している障がいがある方に対して、更生訓練費を支給する事業であり、今後も継

続して実施していきます。 
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（２）地域生活支援事業の実績と見込み量一覧 

区
分 

サービス名 単位 

実績 見込み量 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和６ 

年度 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

必
須
事
業 

相談支援事業 

 障害者相談支援事業 箇所 4 4 4 4 4 4 

 
基幹相談支援センター等

機能強化事業 
箇所 0 0 0 1 1 1 

成年後見制度利用支援事業 人 0 0 0 1 1 1 

意思疎通支援事業 人 0 0 0 1 1 1 

日常生活用具給付等事業 

 介護・訓練支援用具 件 1 3 0 3 3 3 

 自立生活支援用具 件 0 1 1 2 2 2 

 在宅療養等支援用具 件 1 5 2 5 5 5 

 情報・意思疎通支援用具 件 1 1 0 2 2 2 

 排せつ管理支援用具 件 88 342 220 350 350 350 

 
在宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
件 0 0 0 2 2 2 

移動支援事業 

箇所 7 6 7 7 7 7 

人 16 19 20 22 24 26 

時間 572 764 270 330 360 390 

地域活動支援センター機能

強化事業 

箇所 3 3 3 3 3 3 

人 129 120 120 150 170 190 

任
意 

事
業 

日中一時支援事業 
箇所 8 7 8 8 8 8 

人 43 45 53 60 70 80 

令和５年度については 10月末までの実績 
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６ サービスを円滑に実施するための方策 

 

（１）制度・サービスの周知 

障がいがある方が「障害者総合支援法」に基づく福祉サービスを適切に利用することがで

きるよう、法律やサービスの内容、利用手続き等について、広報やチラシ、パンフレットを

はじめとした様々な媒体を活用して、わかりやすく、かつ障がいの種類に応じた適切な情報

提供を図ります。 

また、媒体だけでは情報が行き届かない人も多いため、相談窓口での説明・情報提供を徹

底するほか、日常的に障がいがある方と接する機会の多いサービス事業者等と連携し、これ

らの関係機関・団体を通じた情報提供に努めます。 

 

 

（２）公正な認定区分の実施 

介護給付等の支給決定に関する認定区分審査会において公正な審査が行われるよう、県等

と連携して審査員の研修等を実施していきます。 

 

 

（３）関係機関等との連携 

「障害者総合支援法」が目指す障がいがある方の地域生活への移行や一般就労への移行を

進めるためには、地域の様々な関係機関・団体との連携が不可欠です。 

このため、有明圏域２市４町で運営している有明圏域障がい者と共に生きる支援協議会を

中心に、保健・福祉・医療はもとより、労働・教育等に関わる地域の関係機関・団体との連

携を強化し、障がいがある方の地域生活移行や就労移行を支援していきます。 

 

 

（４）サービス見込量の確保 

サービス事業者の参入を促進し、計画期間において必要とされるサービス量の確保を図り

ます。また、基幹相談支援センターの設置等、相談支援の強化を図り、利用者が必要とする

サービスへとつなげられる体制づくりを検討していきます。 

特に、共同生活援助（グループホーム）については、地域での居住の場として確保される

よう、サービス事業者や関係機関へ設置を働きかけます。 

今後は障がいを持つ子どもに対する支援体制の強化を図る必要があることから、児童発達

支援等のサービス量の確保に向けて、有明圏域障がい者と共に生きる支援協議会内で協議を

進めます。また、ホームヘルパーや施設職員等に対する講座・講習等への受講を勧奨し、質

の高いサービスが提供されるように働きかけます。 
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第４章 計画推進に向けて 

 

 

１ 計画の進行管理 

計画の進捗状況については、年度ごとに進捗状況を把握し、点検・評価していきます。 

点検・評価の結果については、地域福祉計画等進行管理委員会による、計画の推進に対する意

見等により適宜把握するとともに、計画の推進状況について情報公開等により町民へ発信できる

よう努めます。 

 

２ 庁内の連携体制 

計画の推進にあたっては、福祉分野の取組みに限らず、就労支援や地域生活への移行支援等の

施策展開も必要であり、保健・医療をはじめ、人権、産業・雇用、教育、住宅等多様な分野との

連携が必要となります。そのため、関係各課との連携、調整を図りながら計画を推進します。 

 

３ 町民・関係団体等との協働 

障がい者施策の推進にあたっては行政のみならず地域で活動する様々な団体・機関等との連携

が不可欠です。このため、障がい者団体やボランティアをはじめ、企業・事業所やハローワーク

等の就労に関わる団体・機関、病院や福祉施設、サービス事業者等の保健・医療・福祉に係る専

門機関、また、社会福祉協議会や民生委員・児童委員等の地域の福祉団体等の様々な関係機関・

団体との連携・協働のもと推進します。 

 

４ ＰＤＣＡサイクルの導入 

障がい福祉サービスや相談支援体制の基盤整備等、障がいがある方に関わる施策は、本町だけ

でなく広域的に取り組む必要がある内容も多いことから、国や県との連携はもとより、有明圏域

２市４町で実施している有明圏域障がい者と共に生きる支援協議会を中心に、定期的な事務レベ

ルの会議、部会等の開催等連携を密にとりながら、計画を推進していきます。 
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